
◎
論

説中
国
映
画

に
お
け
る
「
民
族
化
」
の

一
面

新
中
国
成
立
後

の
少
数
民
族
映
画
の
推
移

藤

森

猛

・
・
…

は
じ
め
に

一
九
九
六

・
九
七
年
の
第
二
〇

・
二

一
回
中
国
映
画
祭
に
お
い
て

上
映
さ
れ
た
映
画

「黒
駿
島
』

(邦
題

「草
原
の
愛
」
)
お
よ
び

「太

阻
鳥
』
(
邦
題

「火
の
鳥
」
)
は
共
に
少
数
民
族
を
テ
ー

マ
と
し
た
映

画
で
あ
り
、
少
数
民
族
映
画
の
新
し

い
息
吹
を
感
じ
さ
せ
る
中
国
映

画
と
し
て
注
目
を
浴
び
た
。

本
稿
に
お
い
て
は
、
中
国
映
画
の

「民
族
化
」

の
中
に
お

い
て
、

少
数
民
族
映
画
制
作
が
ど
の
よ
う
に
変
化
し
て
い
る
の
か
を
、
主
と

し
て
映
画
史
の
立
場
を
通
し
て
考
察
す
る
も

の
と
す
る
。
ま
ず
中
国

に
お
け
る
少
数
民
族
映
画
の
捉
え
方

に
つ
い
て
概
説
し
、
次
に
新
中

国
成
立
以
後
の
少
数
民
族
映
画
制
作
の
具
体
的

な
状
況
を
紹
介
す
る
。

さ
ら
に
少
数
民
族
映
画
の
制
作
お
よ
び
翻
訳
を
支
え
る
映
画
制
作
所

の
現
状
を
検
討
し
、
中
国
映
画
事
業
に
お
け

る
少
数
民
族
映
画
制
作

の
方
向
性
を
模
索
す
る
資
料
と
す
る
の
を
目
的
と
す
る
。

中
国
に
お
け
る
民
族
映
画

H

中
国

「
民
族
映
画
」
の
捉
え
方

佐
藤
忠
男
氏
は

「映
画
は
基
本
的
に
は
自
国
の
文
化
を
や
や
美
化

..一 中国映画 にお ける「民族化」の一面



バ
　

　

し
て
表

現
す
る
も
の
で
あ
る
」
と
述

べ
て
い
る
。
ま
た
映
画
に
は
、

ハ
リ
ウ

ッ
ド
映
画
の
よ
う
に
世
界
中
の
人
々
を
映
画
観
衆
の
対
象
と

し
て
制
作
が
な
さ
れ
る
場
合
と
、
ア
ジ
ア
映
画
の
よ
う
に
主
と
し
て

自
国
の
人
々
を
映
画
観
衆

の
対
象
と
し
て
制
作
が
な
さ
れ
る
場
合
が

あ
り
、

四
方
田
犬
彦
氏
は
後
者
の
範
疇
を

「
ロ
ー
カ
ル
映
画
」
と
呼

　
　

　

ん
で
い
る
。
さ
て
中
国
に
お
け
る
映
画
は
基
本
的
に
は
自
国
の
人
々

を
映
画
観
衆

の
対
象
と
し
て
制
作
が
行
わ
れ
、
"電
影
民
族
化
"

(映

画
の
民
族
化
)
が
促
進
さ
れ
て
き
た
。
中
国
に
お
け
る
映
画
の

「民

族
化
」
と
は
、
民
族
の
文
化

・
芸
術
等

に
お
け
る
伝
統
を
継
承

・
発

揚
し
、
民
族

の
生
活
や
民
族
の
精
神
を
描
写
す
る
こ
と
に
あ
る
と

い

　
ヨ

　

わ
れ
る
。

こ
の
よ
う

に
、
中
国
に
お

い
て
は
民
族
固
有
の
文
化
が
描
か
れ
た

映
画
こ
そ
が

"民
族
電
影
"
(民
族
映
画
)
、
"民
族
題
材
電
影
"

(民

族
を
題
材
と
し
た
映
画
)
と
呼
ば
れ
る
が
、

一
般
に
は
、
こ
れ
ら
の

「
民
族
映
画
」
が
指
す
も
の
は
広
義

の
民
族
映
画
と
狭
義
の
民
族
映
画

　
　
ゆ

に
分
類

さ
れ
る
。
広
義

に
お
け
る
民
族
映
画
と
は
、
民
族
全
体

(中

華
民
族

)
を
そ
の
対
象
領
域
と
す
る
映
画
の
こ
と
で
あ
り
、
中
国
映

画
は
程

度
の
差
こ
そ
あ
れ
、
中
華
民
族

の
こ
と
が
描
写
さ
れ
、
そ
の

意
味
に
お
い
て
、
全

て
の
中
国
国
産
映
画
は
民
族
映
画
で
あ
る
と
言

え
よ
う

。
ま
た
狭
義

に
お
け
る
民
族
映
画
と
は
、
中
国
に
お
け
る
漢

民
族
以
外
の
少
数
民
族
を
対
象
領
域
と
す
る
映
画
で
あ
り
、
特
定

の

少
数
民
族
を
題
材
と
し
た
映
画
は
、
上
記
の

"民
族
電
影
"
、
"
民
族

題
材
電
影
"
等
と
呼
ば
れ
る
以
外
に
も
、
"少
数
民
族
電
影
"

(少
数

民
族
映
画
)
、
"少
数
民
族
題
材
電
影
"
(少
数

民
族
を
テ
ー
マ
と
し
た

映
画
)
等

の
名
称
で
呼
ば
れ
、
中
国
映
画
ジ
ャ

ン
ル
に
お
け
る
主
要

バ
　
　

な

一
分
野
を
形
成
し
て
い
る
。

な
お
本
稿
に
お
い
て
は
便
宜
的
に
広
義
の

"
民
族
電
影
"
を

「
民

族
映
画
」
と
呼
び
、
狭
義

の

"
民
族
電
影
"

を

「少
数
民
族
映
画
」

と
呼
ん
で
区
別
し
、
主
と
し
て
後
者
を
分
析

の
対
象
と
す
る
。

⇔

中
国
映
画
に
お
け
る

「
主
旋
律
」
と

「民
族
化
」

　
　

　

中
国
映
画
は

一
九
〇
五
年
に
産
声
を
あ
げ
た
が
、
新
中
国
成
立
以

後

の
映
画
制
作

の
礎
が
築
か
れ
た
の
は
、

一
九
三
三
年
に
中
国
共
産

党

の

"電
影
小
組
"
が
成
立
し
て
左
翼
映
画
運
動
が
開
始
さ
れ
て
か

　

ア

　

ら
で
あ
る
。
そ
の
後
、
抗
日
戦
争
中
の

一
九
四

二
年
、
毛
沢
東
に
よ
っ

て
発
表
さ
れ
た

「在
延
安
文
芝
座
淡
会
上
的

洪
活
』

に
よ
り
、
文
芸

　
　

　

に
お
け
る

"
二
為
"
(
二
つ
の

「
た
め
に
」
)

の
方
向
が
定
ま
り
、
ま

た

一
九
五
六
年

に
は
文
芸
に
お
け
る

"
双
百
"
(
二
つ
の

「
百
」
)

の

　
　

　

方
針
が
定
ま
り
、
文
芸
に
お
け
る
二
大
基
本

テ
ー
ゼ
が
中
国
映
画

の

制
作

・
配
給

・
放
映
体
制

の
枠
組
み
を
構
築

し
て
き
た
と

い
え
る
。

特

に

"
二
為
"
の
方
向
す
な
わ
ち

「
人
民
の
た
め
に
奉
仕
す
る
、
社

会
主
義
の
た
め
に
奉
仕
す
る
」
と

い
う
基
本
方
向
は
、
中
国
映
画
制

　
い
　

作

に
お

い
て
、
作
品
の

"思
想
性
"
・
"芸
術
性
"
・
"観
賞
性
"
に

一

定
の
制
約
を
課
す
も
の
と
な

っ
て
い
る
。
こ
れ
は
新
中
国
成
立
以
後
、

映
画
と

い
う
メ
デ
ィ
ア
が
大
衆
の
主
要
な
娯
楽
手
段
で
あ
る
と
と
も

に
、
政
府

の
主
要
な
教
育
手
段
や
宣
伝
で
あ

っ
た
こ
と
に
由
来
す
る
。



こ
う
し
た
中
で
、
映
画
制
作
に
お
い
て
は
、
い
わ
ゆ
る
映
画
の
"主

旋
律
"
が
常
に
主
張
さ
れ
、
愛
国
主
義
や
社
会
主
義
の
旗
印
の
下
に

お
け
る
現
代
化
建
設
や
社
会
生
活
の
改
革
、革
命
の
歴
史
な
ど
を

テ
ー

マ
に
す
る
映
画
ジ
ャ
ン
ル
が
生
ま
れ
、
「戦
争
も
の
映
画
」
・
「革
命
歴

史
も
の
映

画
」
・
「少
数
民
族
映
画
」
な
ど
は
そ
の
代
表
的
な
も
の
と

ム
　
　

な

っ
た
。

中
国
映
画
の

「民
族
化
」
と
は
社
会
主
義
体
制
下
に
お
け
る
中
華

民
族
発
展
の
過
程
や
中
華
民
族
精
神

の
発
揚
を
描
い
た
映
画

(広
義

の

「民
族
映
画
」
)
を
制
作
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
と

い
え
よ
う
。

二

中
国
少
数
民
族
映
画
の
制
作

H

少
数
民
族
映
画
の
範
囲

一
九

五
三
年
、
中
国
に
お
い
て

「
民
族
識
別
工
作
」
が
開
始
さ
れ

た
当
時
、
登
録
さ
れ
た
少
数
民
族
は
四
百
余
り
で
あ

っ
た
が
、

一
九

ム
ぬ
　

七
九
年

に
現
在

の
五
十
五
の
少
数
民
族
が
正
式
に
確
定
し
た
。
中
国

に
お
け

る

「少
数
民
族
映
画
」
と
は
、
五
十
六
の
法
定
民
族
か
ら
漢

族
を
除

い
た
五
十
五
の
少
数
民
族
を
テ
ー
マ
に
し
た
映
画
を
指
す
。

ム
め
　

ま
た
例
え

ば
、
映
画

『成
吉
思
汗
』

(チ
ン
ギ

ス

・
ハ
ン
)
の
よ
う

に
、
モ
ン
ゴ
ル
族
を
描
写
し
た
映
画
で
あ

っ
て
も
、

モ
ン
ゴ
ル
族
が

統
治
し
た
時
代
を
描

い
た
映
画
で
あ
れ
ば
、
こ
の
種
の
映
画
は

「少

数
民
族
映
画
」
の
範
疇
に
入
れ
ず
、
「
歴
史
映
画
」
と
し
て
カ
ウ
ン
ト

　
レ
　

さ
れ
る
場
合
が
あ
る
。
同
様
に
映
画

『鴉
片
哉
争
』

(ア
ヘ
ン
戦
争
)

の
よ
う
に
、
満
州
族
が
統
治
し
た
時
代
を
描

い
た
映
画
で
あ
っ
て
も
、

こ
の
種

の
映
画
は

「
少
数
民
族
映
画
」

に
は
含
ま
れ
ず
、
「
歴
史
映

画
」
に
分
類
さ
れ
る
。
清
末
の
満
州
族
を
描

い
た
多
く

の
映
画
は
、

一
般
に

「
カ
ン
フ
ー
映
画
」
や

「歴
史
映
画
」
・
「
革
命
歴
史
も

の
映

ハ
お

　

画
」
等
に
分
類
さ
れ
、
「少
数
民
族
映
画
」
と

み
な
さ
れ
る
こ
と
は
少

な
い
。

⇔

少
数
民
族
映
画
制
作
の
は
じ
ま
り

表
1
は
新
中
国
成
立
以
後
の
主
な
少
数
民
族
映
画
の

一
覧
で
あ
る
。

　
　
　

表
中

の
映
画

『内
蒙
古
人
民
的
腔
利
』
(
一
九

五
〇
年
)
は
、
少
数
民

族
を
テ
ー

マ
に
し
た
最
初

の
少
数
民
族
映
画
と
さ
れ
る
。
こ
の
映
画

は
モ
ン
ゴ
ル
族

の
人
々
が
共
産
党
の
指
導
の
下
に
、
国
民
党

の
陰
謀

を
打
ち
破
り
、
民
主
政
権
を
打
ち
立
て
る
と

い
う

ス
ト
ー
リ
ー
で
あ

る
。
し
か
し
、
登
場
人
物

の
あ
る
モ
ン
ゴ
ル
族

の
描
き
方
が
極
端
に

反
動
的
で
あ
る
と
の
国
の
指
摘
を
受
け
、当
時

の
周
恩
来
首
相
に
よ
っ

て
、
「美
干
少
数
民
族
題
材
屯
影
創
作
的
重
要
耕
活
」
が
発
表
さ
れ
、

ヘ
レ

　

映
画
は
タ
イ
ト
ル
名

の
変
更
も
含
め
て
修
正
を
加
え
ら
れ
た
。
こ
う

し
て
、
少
数
民
族
映
画
制
作
の
開
始
は
、
当
時
の
少
数
民
族
政
策

の

影
響
を
直
接
的
に
受
け
る
こ
と
か
ら
始
ま

っ
た
こ
と
に
み
ら
れ
る
よ

う

に
、
以
後
五
〇
～
六
〇
年
代

の
少
数
民
族

映
画
に
関
し
て
は
、

ス

ト
ー
リ
ー
的
に
類
型
化
さ
れ
た
作
品
が
制
作

さ
れ
る
こ
と
と
な

っ
た
。

中国映画 における「民族化」の一面IOI



表1新 中 国成 立 以後 の主 な中 国少数 民族映 画(1950～60年 代)

映画 タイ トル 制作年 映画制作所 登場主要少数民族 監督

内蒙人民的腔利

草原上的人伯

草原展曲

郭ホ多斯夙暴

袷森与加米拉

天山的紅花

回民支臥

録洲凱歌

泳上的来客

金銀溝

猛河的黎明

金沙江畔

衣奴

神秘的旅伴

迭吉和地的父来

迫暴蜂火

芦笙恋歌

五朶金花

阿侍珊

山向於哨耳帯来

刻三姐

劫境沙

摩雅俸

1950

1953

1959

1962

1955

1964

1959

1959

1963

1953

1955

1963

1963

1955

1961

1957

1957

1959

1964

1954

1960

1960

1960

東北 モンゴル族

東北 モンゴル族

長春 、内蒙古 モンゴル族

八 一

上海

西安、北京

八一

海燕、新彊

長春

上海

長春

天馬

八一

長春

峨眉、長春

長春

長春

長春

海燕

上海

長春

八一

海燕

モンゴル族

カザ フ族

カザ フ族

回族

ウイグル族

ウイグル族

チ ベ ッ ト族

チ ベ ッ ト族

チ ベ ッ ト族

チ ベ ッ ト族

イ族

イ族

チ ンポー族

ラフ族

ペー族

ペー族

ミヤオ族

チ ワン族

タイ族

タイ族

幹学偉

徐輻

朱文順

赫光

呉永剛

崔寛、陳懐鎧、劉保徳

薦一夫 、李俊

趙明、陳尚

趙心水

凌子風

魯靱、朱丹西

傅超武

李俊

林農、朱文順

王家乙

林農

干彦夫

王家乙

劉理

王為一

蘇里

王預、衰先

徐稻

出所:張 駿祥 ・程季華主 編 「中国電影大辞典」上海辞書出版社、1995年 、程樹安主編r中 国

電影演員辞典」 中国広播電視出版社 、1993年 等 を参照 して作成。

注:(1)表 中の映画 は台湾お よび香港におけて制作 された映画を含 まない。

(2)表 中 「登場主要少数民族」 は映画 中に登場する主な少数民族名を一つだけに限定

して表記 した もの。
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国

一
九
五
〇
～
六
〇
年
代
の
少
数
民
族
映
画

　
に
　

中
国

の
少
数
民
族
映
画
と
い
え
ば
、
表
1
に
み
ら
れ
る
映
画

『五
朶
金
花
』

の
よ
う
な
少

数
民
族

の
灰
々
と
し
た
恋
愛
物
語
と

い
う
イ
メ
ー
ジ
で
語
ら
れ
る
場
合
が
多

い
が
、
五
〇
～

六
〇
年
代

の
少
数
民
族
映
画
に
お
い
て
、
こ
の
よ
う
な
内
容
の
映
画
は
例
外
中

の
例
外
で
あ

り
、
ほ
と

ん
ど
の
少
数
民
族
映
画
が
政
治
的
色
彩
を
帯
び
た
映
画
で
あ

っ
た
。
五
〇
～
六
〇

ヘ
ド

　

年
代
の
少
数
民
族
映
画
の
内
容
は
以
下
の
よ
う
に
五
分
類
さ
れ
よ
う
。

①

[解
放
も

の
]
少
数
民
族
が
少
数
民
族
地
区
を
解
放
す
る
ス
ト
ー
リ
ー
。
表
中
の
映
画

『内

蒙
古
人
民
的
牲
利
』
、
『芦
笙
恋
歌
』
等
が
こ
れ
に
該
当
し
、
制
作
数
が
比
較
的
多

い
。
中

ハ
れ

り

国
に
お

い
て
は
映
画

『衣
奴
』
が
そ
の
傑
作
と
い
わ
れ
る
。

②

[抗
日
も
の
]
少
数
民
族
が
抗
日
戦
争
を
戦
う

ス
ト
ー
リ
ー
。
映
画

「回
民
支
臥
』
な
ど

が
こ
れ

に
該
当
し
、
後
に
制
作
さ
れ
た

『夙
奴
東
到
将
軍
』
(七
九
年
)
等
の
映
画
も
こ
れ

　
ハ

　

に
該
当
す
る
が
、
制
作
数
は
多
く
な
い
。

③

[相
互
理
解
も
の
]
少
数
民
族
と
漢
民
族
が
、
民
族
間
や
血
縁
関
係
の
壁
を
乗
り
越
え
て
、

ム
お

　

抗
日
戦
争
や
解
放
の
時
期
を
と
も
に
戦

い
、
と
も
に
生
き
て
い
く
ス
ト
ー
リ
ー
。
映
画

『草

原
農
曲

』
等
が
こ
れ
に
該
当
し
、
映
画

『迭
吉
和
勉
的
父
来
』
が
そ
の
傑
作
と
さ
れ
る
。

④

[建
設
も
の
]
少
数
民
族
が
農
業
な
ど
の
社
会
主
義
建
設
を
進
め
て
い
く
ス
ト
ー
リ
ー
。
映

画

「草
原
上
的
人
伯
』
、
「緑
洲
凱
歌
』
な
ど
が
こ
れ
に
該
当
し
、
制
作
数
が
最
も
多

い
。

　
お

　

中
で
も

映
画

『天
山
的
紅
花
』
が
そ
の
傑
作
と
さ
れ
る
。

⑤

[愛
情
も

の
]
少
数
民
族
の
伝
統
的
な
宗
教
、
神
話
、
伝
説
な
ど
を
テ
ー
マ
と
し
た
恋
愛

も
の
。

こ
の
種
の
映
画
は
最
も
制
作
数
が
少
な
く
、
六
〇
年
代
ま
で
に
お

い
て
は
歌
劇

の

映
画

『対
>>≫

,
・
r阿
詩
璃
』
お
よ
び

『五
朶
金
花
』
の
三
作

の
み
で
あ
る
。

上
記
の
う
ち
、
少
数
民
族
の
伝
統
的
生
活
習
慣
な
ど
を
描

い
た
⑤
の
映
画
は
、
あ
る
意
味

映画「五朶金花」

(r中国電影大辞典」

上海辞書出版社、1995年より)

中国映画 における「民族化」の一面io3



に
お
い
て
は
本
来
の
少
数
民
族
映
画
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
し
か
し
、

五
〇
～
六
〇
年
代

の
反
右
派
闘
争
や
文
革
に

つ
な
が
る
こ
の
時
期
に

お
い
て
、
こ
の
よ
う
な
映
画
は
全
て
退
廃
的
な
も
の

・
右
派
的
な
も

の
と
み
な
さ
れ
る
こ
と
が
多
く
、
原
則
と
し
て
伝
統
的

・
封
建
的
な

少
数
民
族
の
生
活
習
慣
な
ど
を
映
画
の
主
要
な
モ
チ
ー
フ
と
す
る
こ

と
は
で
き
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

ま
た
表
1
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
こ
の
時
期
に
み
ら
れ
る
少
数
民

族
映
画

の
制
作
は
、
当
時

の
少
数
民
族
政
策
と
連
動
し
て
い
た
と
い

え
る
。

例
え
ば
映
画

『内
蒙
古
人
民
的
牲
利
』
な
ど
の
モ
ン
ゴ
ル
族

を
描

い
た
少
数
民
族
映
画

の
制
作
は
、
明
ら
か
に
四
七
年
に
内
蒙
古

バ
ぬ
　

自
治
政
府
が
成
立

(四
九
年
内
蒙
古
自
治
区
人
民
政
府
に
改
編
)
し

て
か
ら

の
、
内
蒙
古
自
治
区

に
お
け
る
少
数
民
族
政
策
が
反
映
さ
れ

た
も

の
と
な

っ
て
い
る
。
ま
た
、
カ
ザ

フ
族
の
映
画

『吟
森
与
加
米

拉
』
な
ど
の
イ
ス
ラ
ム
圏
少
数
民
族
映
画
制
作
も
五
五
年
の
新
彊
ウ

ム

ゐ

ド

イ
グ
ル
自
治
区
が
成
立
し
て
か
ら
の
少
数
民
族
政
策
が
反
映
さ
れ
た

も

の
で
あ
る
と

い
え
る
。
同
様

に
映
画

『金
銀
灘
』
以
下
の
チ
ベ
ッ

ト
族
を
描

い
た
映
画
制
作
も
、
五

一
年

の
解
放
、
五
九
年
の
チ
ベ
ッ

ハ
お
　

ト
に
お
け
る

一
連
の
事
件
な
ど
の
時
期
と

一
致
し
て
い
る
。
映
画
『衣

奴
』
は
、
チ
ベ
ッ
ト
の
政
治
的
な
背
景
の
も
と
に
制
作
が
な
さ
れ
た

の
で
あ

る
。

四

一
九
七
〇
～
八
〇
年
代
の
少
数
民
族
映
画

文
革
期

の
演
劇

・
映
画
事
業

に
お

い
て
は
、
特
定

の
革
命
的
模
範

劇

・
模
範
映
画
の
み
が
繰
り
返
し
上
演

・
上
映
さ
れ
、
映
画
制
作

の

ハ
お

　

空
白
期
を
迎
え
た
。
十

一
期
三
中
全
会
が
開
か
れ
た
七
八
年
、
劇
映

画
の
年
間
制
作
数
は
四
六
本
と
な
り
、
映
画
産
業
は
回
復
を
み
た
。

さ
ら
に
八

一
年
に
は
年
間

一
〇
五
本
、
八
六
年
に
は

一
五
〇
本
と
制

作
総
数
に
お
け
る
ピ
ー
ク
を
迎
え
、
以
後
中
国
映
画
産
業
界
は
年
間

一
四
〇
本
前
後
の
劇
映
画
を
制
作
す
る
中
で
、
表
2
に
み
ら
れ
る
よ

　
ゆ

　

う
な
少
数
民
族
映
画
を
コ
ン
ス
タ
ン
ト
に
送
り
出
す
よ
う
に
な
っ
た
。

七
〇
年
代
後
半
か
ら
八
〇
年
代
前
半

の
少
数
民
族
映
画
は
、
作
品

的
手
法
と
し
て
は
政
治
的
な
背
景
を
持

っ
た
五
〇
～
六
〇
年
代
の
少

数
民
族
映
画
と
同
様
な
ス
タ
イ
ル
を
と

っ
て
い
る
も
の
の
、
少
数
民

族
を

テ
ー

マ
に
し
た
映
画
が
数
量
的

に
多

く
制
作
さ
れ
る
よ
う
に

な
っ
た
。

ま
た
、
表

の
劇
映
画
以
外
に
も
、
例
え
ば
上
海
美
術
電
影
製
片
廠

に
よ
る
新
彊
を
舞
台
と
し
た
人
形
劇
映
画

『
阿
凡
提
』
(
一
九
七
九
年

に

一
本
、
一
九
八

一
～
八
八
年
に

=
二
本
)
が
制
作
さ
れ
、
ま
た
ぺ
1

族
を
描

い
た
ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
映
画

『胡
蝶
泉
』
(
一
九
八
三
年
)
が

　
　

　

制
作
さ
れ
る
な
ど
、
改
革
開
放
に
よ
っ
て
映
画
界
全
体
が
再
び

「双

百
」

の
方
針
に
沿
っ
て
動
き
出
し
た
。

国

一
九
八
〇
年
代
に
お
け
る

放
送
事
業

・
映
画
事
業
改
革
の
影
響

一
九
五
八
年
に
始
ま

っ
た
テ
レ
ビ
放
送
事

業
も
改
革
開
放
以
後
に

著
し
い
発
展
を
み
た
。
十
二
期
三
中
全
会
が
開
催
さ
れ
た
八
四
年
に
、
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表2文 革以降の主な中国少数民族映画(1977～84年)

映画 タイ トル 制作年 映画制作所 登場主要少数民族 監督

祖国阿、母 来

対三姐

奴東的女几

'r'r

雪山泪

夙奴乗到將軍

阿凡提

奇昇的婚配

初春

喜鶴蛉茶歌

姑娘攻

熱螂的婚事

重旧錫尼河

母来湖

叶赫梛

牢給四重奏

泳山脚下

奴%r尼渉

姐姐

1977

1978

1978

1979

1979

1979

上海

西

眉

広

峨

長春

八一

上海

1980北 京

1981

1982

1982

1982

1982

1982

1982

1982

1984

1984

・ ・,

1984

北京

長春

珠江

天山

天山

内蒙古

内蒙古

昆明

上海

天山

天山

上海

モ ンゴル族

チワン族

イ族

チベ ット族

チベ ッ ト族

イ族

ウイグル族

イ族

朝鮮族

シ ョオ族

カザ フ族

ウイグル族

モンゴル族

モ ンゴル族

ワ族

チベ ット族

ウイグル族

ウイグル族

ユーグ族

湯暁丹、張恵鉤

呉永剛、陳正鴻

曽未之

孫羽

華純、任鵬遠

王炎

薫朗

林農

呂紹連

干石斌、洪平

唐光涛、託合塔森

廣春蘭

烏蘭、陳達

孫天相

陳正鴻

李歌浦

鄭國恩、唐光涛

阿不都拉

呉胎弓

出所:姜 鴻濤主編 『中国影片大典』中国電影出版社、1995年 、張駿祥 ・程季華主編 『中国電

影大辞典』上海辞書 出版社、1995年 、程樹安主編 『中国電影演員辞典」 中国広播電視出版

社、1993年 、中国電影家協 会他編 『中国電影年鑑』1981年 度 ～1993年 度版、中国電影出

版社 を参照 して作 成。

注:表1に 同 じ。

中
国
全
国
の
テ
レ
ビ
放
送
局
が
前
年

の
五
二
か
所
か
ら
九
三
か
所

へ
と
増

加
し
、
翌
年
八
五
年
に
は
二
〇
二
か

へ
ね
　

所
と
な
っ
た
。
少
数
民
族
地
区
に
お

い
て
、
例
え
ば
八
二
年

に
は
新
彊
地

区
に
お
い
て
、
ラ
ジ
オ

・
テ
レ
ビ
と

も
ウ
イ
グ
ル
語
に
よ
る
専
用
チ
ャ
ン

ネ

ル
の
開
設

が
始
ま
り
、
八
四
年
に

は
チ
ベ
ッ
ト
地
区
で
北
京
地
区
と
の

テ
レ
ビ
同
時
中
継
が
可
能
に
な
り
、

全
国
至
る
所

で
テ
レ
ビ
放
送
の
受
信

ム
　

ソ

が
可
能
と
な

っ
た
。
さ
ら
に
八
四
年

に
は

中
央

電
視

台

に
よ

る
定
時

ニ
ュ
ー
ス
方
式
が
現
在
の
形
に
定
ま

ノ
お

　

っ
た
。
こ
う

し
て
七
〇
年
代
ま
で
は

新
聞
な
ど

の
活
字
メ
デ
ィ
ア
と
と
も

に
、
国
策

の
主
要
な
宣
伝
手
段

・教

育
手
段
で
あ

っ
た
映
画
は
、
八
〇
年

代
に
お
い
て
テ
レ
ビ
放
送
に
そ
の
地

位
を
譲

っ
た
。
ま
た
七
八
年
に
は
わ

ず
か
五
十
万
台
で
あ

っ
た
テ
レ
ビ
の

年
間
生
産
台
数
は
八
四
年
に
千
百
万

台
と
な
り
、
さ
ら
に
翌
八
五
年
に
は

面一S化族眠悌捌に}　映国中蛎



二
千
百
万
台
と
な
り
、
急
速
な
テ
レ
ビ
の
普
及
に
よ
っ
て
、
国
民
の

ハ
　

ソ

主
要
な
娯
楽
手
段
は
映
画
か
ら
テ
レ
ビ

へ
と
変
化
し
た
。

ま
た
映
画
事
業
は
、
従
来
、
農
村

に
お

い
て
は
農
村
映
画
隊
に
よ

る
映
画
放
映
、
都
市
部
に
お

い
て
は
映
画
館
に
よ
る
放
映
が
、
す
べ

て
国
家

の
中
国
電
影
発
行
放
映
公
司
に
よ
る

「
統

一
買

い
付
け
、
統

ム
あ

ノ

一
配
給
方
式
」

に
よ

っ
て
、
支
え
ら
れ
て
き
た
。

つ
ま
り
七
〇
年
代

ま
で
は
、
国
務
院
の
文
化
部
の
も
と
に
、
国
営
映
画
制
作
所

(制
作
)

ー
国
家

の
発
行
放
映
公
司

(配
給
)
1
国
営
映
画
館

(上
映
)
と

い

　
あ
　

う
国
家

に
よ
る
映
画
の
制
作

・配
給

・上
映
体
制
が
築
か
れ
て
い
た
。

と
こ
ろ
が
八
五
年
に

一
部
の
映
画
制
作
所
が
国
家
の
発
行
放
映
公
司

を
通
さ
ず
に
映
画
を
配
給
す
る
試
み
が
開
始
さ
れ
て
か
ら
、
映
画
が

市
場
で
自
由

に
売
買
さ
れ
る
よ
う

に
な
り
、
併
せ
て
映
画
制
作
所
の

　
シ

ソ

独
立
採
算
制
が
進
ん
だ
。
映
画
産
業
は

「
量
か
ら
質
」

の
時
代

へ
と

移
行
し
、
各
映
画
制
作
所
は
よ
り
映
画
観
客

の
入
場
を
見
込
め
る
作

品
づ
く
り
を
開
始
し
た
。
こ
う
し
て
、
少
数
民
族
映
画

に
お
け
る
映

画
制
作
も
大
き
な
転
機
を
迎
え
る
と
と
も
に
、
従
来

の
よ
う
に
作
品

に
お
け

る
政
治
的
な
色
彩
は
薄
ま
り
、
娯
楽
性
や
芸
術
性
に
富
ん
だ

少
数
民
族
映
画
が
出
現
し
て
い
く
の
で
あ
る
。

㈹

八
〇
年
代
半
ば
か
ら
の
少
数
民
族
映
画

一
九
七
九
年
の
改
革
開
放
ス
タ
ー
ト
以
後
に
制
作
さ
れ
た
新
た
な

　
お

　

映
画
作
品
群
は

"新
時
期
電
影
"
と
呼
ば
れ
、
十
二
期
三
中
全
会
が

開
か
れ
た

一
九
八
四
年
に
制
作
さ
れ
た
映
画

「黄
土
地
』
は
世
界
に

　
お
　

中
国
映
画
が
注
目
を
受
け
る
発
端
と
な
っ
た
。
続

い
て
映
画

「青
春

祭
』

(
一
九
八
五
)
、
「野
山
』

(
一
九
八
五
)
、
「盗
昌
賊
』
(
一
九
八

六
)
、
「老
井
」
(
一
九
八
七
)
等

の
傑
作
が
次

々
と
生
み
出
さ
れ
る
こ

と
に
な
り
、
「虹
高
梁
』

(
一
九
八
七
)
に
至

っ
て
は
、
映
画
が
中
国

　
む

　

に
お
い
て
社
会
現
象
を
引
き
起

こ
す
ま
で
と

な
っ
た
。

こ
れ
ら
の
映
画
は
、
中
国
の
映
画
関
係
者

た
ち
に
よ
り

"新
民
俗

　
れ
　

電
影
"
と
呼
ば
れ
て
い
る
。
上
記
の
映
画
に
は
、
中
国
の
伝
統
的
な

風
俗

・
習
慣
が
伝
承
さ
れ
な
が
ら
、
現
代
的
な
生
活
の
中
で
形
成
さ

れ
た
新
た
な
風
俗

・
習
慣
が
描
写
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
こ
れ
ら
の

ニ
ュ
ー
ウ

ェ
ー
ブ
と
い
わ
れ
る

一
連
の
映
画
制
作
に
あ
た
っ
た
監
督

た
ち
は
、
い
わ
ゆ
る

"第
五
代
導
演
"
(第
五
世
代
監
督
)
が
中
心
で

　
ゆ

　

あ
り
、
"探
索
片
"
と
呼
ば
れ
る
実
験
映
画

の
担

い
手
と
な
っ
た
。
文

革
以
後
、
北
京
電
影
学
院
等
に
お

い
て
最
初

に
西
欧
の
映
画
手
法
を

学
ん
だ
監
督
た
ち
に
よ
っ
て
、
新
し
い
中
国

「民
族
映
画
」
(広
義
の

「民
族
電
影
」
)
が
形
成
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

さ
て
、
こ
れ
ら
の

一
群
の
映
画

の
中
で
、
表
3
の

「青
年
祭
』
(タ

イ
族
)、
「猪
場
孔
撤
」
(
モ
ン
ゴ
ル
族
)
、
「盗
島
賊
』
(チ
ベ
ッ
ト
族
)
、

『鼓
楼
情
活
』
(ト
ン
族
)
な
ど
は
、
少
数
民
族
を
テ
ー
マ
に
し
て
い

ハ
ね
　

る
と
こ
ろ
か
ら
は
明
ら
か
な
少
数
民
族
映
画

で
あ
る
。
し
か
し
な
が

ら
、
五
〇
～
六
〇
年
代
の
少
数
民
族
映
画
に
み
ら
れ
た
よ
う
に
、
少

数
民
族
が
漢
民
族
と
共
に
抗
日
戦
争
や
解
放

に
立
ち
向
か
う
政
治
的

プ

ロ
セ
ス
を
描

い
た
映
画
と
は
、
異
質
な
も

の
と
な

っ
て
お
り
、
あ

く
ま
で
も
登
場
人
物
の
個
人
的
な
生
き
方
を
主
要
な
テ
ー
マ
と
し
た
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表3十 二期三中全会以降の主な中国少数民族映画(1985～89年)

映画 タイ トル 制作年 映画制作所 登場主要少数民族 監督

猫場札撤
駝峰上的受
黒林鼓声
来人
青春祭

女活佛

元情的情人

盗島賊

孤女恋

醒来ロ巴,娼 娼

阿星阿新
鼓楼情活
荒漠中的獅子

浪人
光棍之家
天堂之路
台湾情侶的奇遇

布迭拉宮秘史
布洛陀河
婚礼上的刺客
快朱世界
走遊象群
神女埜

1985内 蒙 古

1985北 京

1985珠 江

1985天 山

1985青 年

1986北 京

1986珠 江

1986西 安

1986天 山

1986内 蒙古

1987上 海

1987広 西

1987内 蒙古

1988天 山

1988天 山

1988内 蒙古

1988雲 南

1989西 蔵

1989広 西

1989内 蒙古

1989天 山

1989児 童

1989広 西

モ ンゴル族

モ ンゴル族

ハニ族

ウイグル族

タイ族

族

族

族

族

族

　

　

　

　

　

ノ

ノ

ツ

ツ

ツ

グ

ゴ

ベ

ベ

ベ

イ

ン

チ

チ

チ

ウ

モ

ハニ族

トン族

モンゴル族

ウイグル族

ウイグル族

モンゴル族

タイ族

チベ ッ ト族

チワン族

モンゴル族

ウイグル族

ハニ族

チ ワン族

田壮壮

徳 日格圷瑞、干洋

陳鷹

干得水

張暖析

李偉

陳國軍

田壮壮

廣春蘭

荷叶 ・包 ・那音太

干傑

李小朧

卓 ・格赫

李偉
吐依貢
雲文耀
羅冠群

張一
軍一堅
李育才
廣春蘭
羅小玲
李小瀧

出所:表2に 同 じ。 注:表1に 同 じ。

表490年 以後 の 中国少数民 族映 画(1990～92年)

映画 タイ トル 制作年 映画制作所 登場主要少数民族 監督

男子双舞斤的女明星

騎士n云
葬女追魂

金沙恋
阿凡提二世
俸女情恨
叉重情深

大漠恩仇
抗暴生死情
彩月和地的情人

1990

1990

1990

1991

1991

1991

1991

1992

1992

1992

天山

内蒙古
雲南

広西
天山
雲南
内蒙古

青年
雲南
雲南

ウイグル族

モ ンゴル族

チ ンポー族

イ族

ウイグル族

ハニ族

モ ンゴル族

モ ンゴル族

リス族

ペー族

廣春蘭

塞夫、麦麗綜

綴以瑛

箪一堅、章丹旗

吐依貢

挑寿康、劉湖光

孫 天相、包 ・那音太

許同均、念朗格 ・蘇栄

邸麗莉、 肖鋒

干傑、伍匡文

出所:表2に 同 じ。 注:表1に 同 じ。
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恋
愛
映
画
や
青
春
映
画
な

の
で
あ
る
。
中
国
の
改
革

・
開
放
は
、
経

済
的
な
発
展
に
よ
っ
て
、
政
治
的
な
安
定
を
も
た
ら
し
、
少
数
民
族

映
画
に
お
け
る
教
育
映
画
や
宣
伝
映
画
と
し
て
の
役
割
が
薄
れ
た
の

で
あ
る
。

し
か

し
な
が
ら
、

一
つ
だ
け
補
足
す
る
な
ら
ば
、
中
国
の
伝
統
文

化
の
礎

に
新
た
な
現
代
文
化
を
創
造
し
よ
う
と
す
る

"新
民
俗
電
影
"

の
う
ち
、
漢
民
族
を
描

い
た
例
え
ば
上
記

の
『黄
土
地
』、
『紅
高
梁
』
、

『老
井
』

な
ど
は
、
漢
民
族
の
伝
統
的

・
封
建
的
な
習
慣
に
反
発

・
反

ム
が
　

逆
す
る
こ
と
を
映
画
の
テ
ー

マ
と
し
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
"新

民
俗
電
影
"
の
う
ち

『青
年
祭
』
、
『盗
昌
賊
』
な
ど
の
少
数
民
族
映

画
は
、
少
数
民
族
の
伝
統
的

・
封
建
的
な
習
慣
を
あ
く
ま
で
も
肯
定

的
に
描

か
れ
て
い
る
点
が
両
者

の
違
い
で
あ
る
と
指
摘
で
き
よ
う
。

㈲

台
湾
、
香
港
映
画
に
お
け
る
制
作

香
港
、
台
湾
に
お
い
て
も
、
中
国
大
陸
と
同
様
に
少
数
民
族
を
テ
ー

マ
と
し
た
映
画
が
制
作
さ
れ
て
い
る
。
例
え
ば
六
〇
年
代
に
制
作
さ

　
お
　

れ
た
香
港
映
画

『金
鷹
』
は
モ
ン
ゴ
ル
族
を
扱

っ
た
映
画
で
あ
り
、

ま
た
八
〇
年
代
以
降

で
は
台
湾
映
画

『老
師
・
斯
f
也
答
』
、
『老
莫

的
第
二
介
春
天
』
な
ど
の
カ
オ
シ
ャ

ン

(高
山
)
族
を
テ
ー

マ
と
し

ハ
あ

　

た
映
画
な
ど
が
制
作
さ
れ
て
い
る
、
ま
た
香
港
映
画
の
場
合
、
例
え

ば
ウ
イ

グ
ル
族
を

テ
ー
マ
と
し
た
映
画

『海
市
廣
楼
』

の
よ
う
に
、

ア
ク
シ
ョ
ン
映
画
な
ど
の
娯
楽
映
画
の
範
疇
の
中
に
お
い
て
少
数
民

ハ
び
　

族
が
描

か
れ
る
こ
と
が
多
く
、
従
来
か
ら
少
数
民
族
政
策
が
反
映
さ

れ
て
き
た
中
国
大
陸
の
少
数
民
族
映
画
と
は
異
質
な
も

の
に
な

っ
て

い
る
。

な
お
中
国
大
陸
映
画
と
香
港
映
画
の
関
係

は
、
改
革
開
放
以
後
急

速
に
進
み
、
八
〇
年
代
に
中
国

の
ビ
デ
オ
放
映
ホ
ー
ル
に
お

い
て
香

ム
ゆ
　

港
映
画

の
放
映
が
開
始
さ
れ
た
。
ま
た
映
画
制
作
に
お

い
て
は
八
三

年
に
中
国
大
陸
と
香
港
の
映
画
制
作
会
社
と

の
合
作
作
品
が
三
本
制

ハ
お

　

作
さ
れ
て
以
後
、
毎
年
大
陸
と
香
港
映
画
の
合
作
が
進
ん
で
い
る
。

九
〇
年
代
以
後
、
毎
年
中
国
大
陸
の
八
割
近

く
の
映
画
は
香
港
映
画

会
社

の
資
金
的

・
技
術
的
協
力
を
得
て
制
作

が
行
わ
れ
て
い
る
と
い

わ
れ
る
。
ま
た
中
国
大
陸
映
画
と
台
湾
映
画

の
映
画
の
関
係
は
、
特

に
台
湾

に
お
け
る
八
七
年
の
戒
厳
令
の
解
除
に
と
も
な

っ
て
相
互
の

映
画
放
映
が
進
み
、
特
に

一
九
九
〇
年
を
契

機
に
両
岸
の
映
画
制
作

ム
ロ
　

協
力
が
進
ん
だ
。
八
〇
年
代
半
ば
以
降
の
中
国
大
陸
に
お
け
る

"新

民
俗
電
影
"
の
制
作
を
支
え
た
の
は
香
港
映
画
で
あ
り
、
ま
た
九
〇

年
代
以
降
は
台
湾
映
画
も
大
き
な
影
響
を
与
え
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

三

中
国
少
数
民
族
映
画
を
制
作
す
る
映
画
制
作
所

H

中
国
少
数
民
族
映
画
制
作
の
メ
ッ
カ

中
国
に
お
い
て
は
、
長
春

・
上
海

・
北
京

の
三
大
映
画
制
作
所
が

　
カ

　

解
放
以
前
か
ら
現
在
に
至
る
ま
で
中
国
の
映
画
産
業
を
支
え
て
き
た
。

ま
た
新
中
国
成
立
以
後
に
地
方
の

=
二
か
所

の
映
画
制
作
所
が
次
々
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と
生
ま
れ
、
現
在
の
主
要

一
六
制
作
所
体
制
が
築
か
れ
、
上
記
三
社

　
お
　

に
よ
る
市
場
占
有
率
は
次
第

に
低
下
し
て
い
る
。
主
要

一
六
社
の
う

ち
、
特

に
少
数
民
族
映
画
制
作
の
担

い
手
と
な
っ
て
い
る
制
作
所
は

ハ
お

　

一
九
五
〇
年
代
後
半
に
成
立
し
た
以
下
の
四
社
で
あ
る
。

①
天
山
電
影
製
片
廠

(所
在
地
ウ
ル
ム
チ
市
)

一
九
五
六
年
に

「新
彊
電
影
製
片
廠
」
と
し
て
成
立
し
、
劇
映
画
・

記
録
映
画
な
ど
を
制
作
し
た
後
、
六
二
年

に
制
作
所
は

「新
彊
電
影

訳
製
廠
」
に
変
わ
り
、
中
国
映
画
を
ウ
イ
グ
ル
語
と
カ
ザ

フ
語
に
翻

訳
・録
音

(
ア
フ
レ
コ
)
す
る
こ
と
を
専
門
的
に
行
う
制
作
所
と
な

っ

た
。
改
革
開
放
以
後
、
七
九
年

に

「
天
山
電
影
製
片
廠
」
と
な
り
、

劇
映
画
な
ど
の
撮
影
も
再
び
行
わ
れ
る
よ
う
に
な

っ
た
。
代
表
的
な

少
数
民
族

映
画
と
し
て
は

「来
人
』
、
『熱
螂
的
婚
事
』
な
ど
が
あ
る
。

②
内
蒙
古
電
影
製
片
廠

(所
在
地
フ
フ
ホ
ト
市
)

一
九

五
八
年
に
成
立
し
、
少
数
民
族
を

テ
ー

マ
と
し
た
記
録
映
画

等
を
制
作
し
た
後
、
天
山
電
影
製
片
廠

の
場
合
と
同
様
に
六
二
年
、

制
作
所
名

は

「内
蒙
古
訳
製
片
廠
」

に
変
わ
り
、
中
国
映
画
を

モ
ン

ゴ
ル
語

に
翻
訳
す
る
翻
訳
専
門
の
映
画
制
作
所
と
な

っ
た
。
七
九
年

に
再
び

元
の

「内
蒙
古
電
影
製
片
廠
」

に
戻
り
、
モ
ン
ゴ
ル
語

へ
の

翻
訳
以
外

に
劇
映
画

・
記
録
映
画

・
テ
レ
ビ
ド
ラ
マ
等

の
制
作
も
新

た
に
開
始

さ
れ
た
。
な
お
モ
ン
ゴ
ル

・
ダ

フ
ー
ル

・
回

・
満
族
等

の

各
少
数
民
族
が
職
員
の
六
割
を
占
め
、
映
画
制
作
を
支
え
る
。
代
表

的
な
少
数
民
族
映
画
と
し
て
は

「母
来
湖
」
、
「猪
場
札
撤
」
。

③
広
西
電
影
製
片
廠

(所
在
地
南
寧
市
)

一
九
五
八
年
に

「南
寧
電
影
製
片
廠
」
と
し
て
成
立
し
た
。
六
〇

年
に
活
動
が
停
止
さ
れ
て
か
ら
は

「広
西
新
聞
紀
録
電
影
製
片
廠
」、

「広
西
電
影
訳
製
廠
」
と
し
て
ニ
ュ
ー
ス
・記
録
映
画
の
制
作
お
よ
び

チ
ワ
ン
語
等

へ
の
翻
訳
を
専
門

に
行
う
制
作

会
社

の
過
程
を
経
て
、

七
八
年
、
「
広
西
電
影
製
片
廠
」
と
な
り
、
劇
映
画
制
作
も
本
格
的
に

開
始
す
る
こ
と
に
な

っ
た
。
代
表
的
な
少
数

民
族
映
画
と
し
て
は
、

「対
三
姐
』
、
「神
女
埜
』
等
が
あ
る
が
、

一
方

で
八
〇
年
代
よ
り

『黄

　
ふ

　

土
地
」
、
『大
圓
兵
』
な
ど

の
ヒ
ッ
ト
作
も
生
ん
で
い
る
。

④
雲
南
民
族
電
影
製
片
廠

(所
在
地
昆
明
市
)

一
九

五
八
年

に

「昆
明
電
影
製
片
廠
」

と
し
て
成
立
し
、
主
に

ニ
ュ
ー
ス

・
記
録
映
画
や
科
学
教
育
映
画
の
制
作
を
行
う
が
、
六
三

年
に
活
動
停
止
。
七

二
年

「雲
南
省
新
聞
電
影
撮
製
組
」
が
成
立
し
、

七
五
年

に

「雲
南
省
電
影
訳
製
廠
」
と
改
組

さ
れ
て
少
数
民
族
に
対

す
る
翻
訳
専
門

の
映
画
制
作
所
と
な

っ
た
。
七
九
年
に
元
の

「昆
明

電
影
製
作
廠
」
に
戻
り
、
劇
映
画
な
ど
の
撮
影
も
開
始
さ
れ
、
八
五

年
に
現
在

の

「雲
南
民
族
電
影
製
片
廠
」

に
改
名
さ
れ
た
。
代
表
的

な
少
数
民
族
映
画
と
し
て
は

「叶
赫
螂
』
、

『台
湾
情
侶
的
奇
遇
』
な

ど
が
あ
る
が
、

一
九
八
八
年
、
雲
南
省

に
お
け
る
二
十
の
少
数
民
族

ハ
お

　

を
描
い
た
記
録
映
画

(計
五
三
本
)
の
撮
影
は
好
評
を
得
た
。

以
上
の
四
社
に
共
通
す
る
こ
と
は
、
元
々
は
少
数
民
族
を
テ
ー

マ

と
し
た
記
録
映
画
を
制
作
す
る
国
営
映
画
制

作
所
と
し
て
成
立
し
た

も

の
が
、
六
〇
年
代
初
頭
か
ら
、
国
策
に
よ

っ
て
少
数
民
族

へ
の
翻

訳

・
録
音
業
務

の
み
を
行
う
よ
う
に
な
り
、

そ
れ
以
外

の
活
動
は
停
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止
さ
れ
、
文
革
以
後
か
ら
本
格
的
な
劇
映
画

の
制
作
を
ス
タ
ー
ト
さ

せ
た
こ
と
に
な
る
。
少
数
民
族
映
画
の
制
作
を
支
え

て
い
る
の
は
、

各
映
画
制
作
所
に
お
け
る
多
く
の
少
数
民
族

ス
タ
ッ
フ
で
あ
る
こ
と

は
言
う
ま
で
も
な
い
。

口

少
数
民
族
言
語
へ
の
翻
訳
工
作

中
国
に
お
け
る
少
数
民
族
映
画
に
つ
い
て
、
本
稿
で
は
そ
の
概
況

を
紹
介

し
て
き
た
が
、
少
数
民
族
映
画
の
定
義

に
つ
い
て
、
今

一
度

確
認
し
て
お
か
な
く

て
は
な
ら
な
い
こ
と
が
あ
る
。

一
つ
は
、
中
国

に
お
け
る
少
数
民
族
映
画
は
、
新
中
国
成
立
以
後
の

一
九
五
〇
年

の

映
画

『内
蒙
古
人
民
的
腔
利
』
に
始
ま
る
と
し
た
こ
と
で
あ
る
。
こ

れ
は
あ

く
ま
で
少
数
民
族
政
策
と

一
体
と
な
っ
た
民
族
映
画
の
始
ま

り
を
指

し
、
実
際
に
は
例
え
ば

モ
ン
ゴ
ル
族
を
テ
ー
マ
と
し
た

一
九

四
〇
年

の
映
画

『塞
上
風
云
』
な
ど
、
解
放
以
前

の
第

一
世
代
監
督

　
お

　

作
品
も
少
数
民
族
映
画

の
範
疇
に
加
え
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。

い
ま

一
つ
は
、
本
稿

で
紹
介
し
て
き
た
中
国
少
数
民
族
映
画
は
、

基
本
的
に
は
中
国
語

(漢
語
)

で
制
作
さ
れ
、

一
部
の
映
画
は
少
数

民
族

ス
タ
ッ
フ
で
制
作
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
が
、

一
般
に
は
漢
民
族

　
ヨ

　

主
体
で
制
作
が
な
さ
れ
る
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。
漢
民
族
に
よ
っ
て

制
作
さ
れ
、
漢
民
族

の
言
語
を
使
用
し
た

「
少
数
民
族
映
画
」
が
中

国
に
お

い
て
は
制
作
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

上
記

の
よ
う
な
制
約
の
中
で
少
数
民
族
映
画
が
制
作
さ
れ
る
場
合
、

中
国
語

(漢
語
)
で
制
作
さ
れ
た
映
画
を
少
数
民
族

の
言
語
に
翻
訳

し
、
少
数
民
族
の
人
た
ち
に
も
広
く
映
画
を
普
及
さ
せ
る
た
め
の
翻

訳
工
作
が
必
要
で
あ
っ
た
。
中
国
に
お
け
る
映
画
の
翻
訳
は
、

一
般

に
テ
レ
ビ
ド
ラ
マ
の
制
作
や
外
国
映
画
の
翻
訳
な
ど
を
含
め
て
、
字

幕

ス
ー
パ
ー
に
よ
る
方
式
は
と
ら
ず
、
吹
替
え
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る

　
カ
　

の
が
普
通
で
あ
る
。

さ
て
、
中
国
に
お
け
る
少
数
民
族
言
語

へ
の
翻
訳
工
作
は
、
五
〇

年
代

に
既
に
内
蒙
古
や
新
彊
地
区
で
始
ま
り
、
そ
の
中
心
と
な

っ
た

　
ロ
　

の
は

「内
蒙
古
電
影
訳
製
廠
」
と

「新
彊
電
影
訳
製
廠
」

で
あ
る
。

そ
の
後
、
六
五
年
に
当
時

の
文
化
部
が
少
数
民
族

の
翻
訳
工
作
に
関

　
　

　

す
る
会
議
等
を
開
い
た
が
、
文
革
に
よ
っ
て
実
質
的
に
は
中
断
し
た
。

改
革
開
放
以
後
、
翻
訳

の
技
術
的
な
試
み
が
行
わ
れ
た
後
、
八
三
年

に

「全
国
民
族
悟
洋
制
片
工
芝
改
革
会
波
」
が
開
催
さ
れ
、
「民
族
悟

峰
制
片
工
芝
改
革
方
案
」
が
通
過
し
、
中
国

に
お
け
る
少
数
民
族
言

ム
の
　

語

へ
の
翻
訳
に
関
す
る
基
本
的
な
方
針
が
打
ち
出
さ
れ
た
。
そ
れ
に

よ
る
と
、

一
六
ミ
リ
フ
ィ

ル
ム

・
三
五
ミ
リ
フ
ィ

ル
ム
に
お
い
て
翻

訳

・
録
音
工
作

(ア
フ
レ
コ
)
が
行
わ
れ
、
中
国
映
画
は
少
数
民
族

言
語
の
音
声

で
映
画
を
観
賞
す
る
こ
と
も
可
能
と
な
り
、
さ
ら
に
少

数
民
族
が
雑
居
す
る
地
区

に
お

い
て
は
、
中
国
語

(漢
語
)
で
放
映

す
る
映
画
を
、
イ
ヤ
ホ
ン
や
ラ
ウ
ド
ス
ピ
ー

カ
ー
を
用
い
て
、
同
時

に
二
種
類
の
少
数
民
族
言
語
の
音
声
も
聞
け

る
よ
う
に
な
っ
た
。

表

5
は
中
国
に
お
け
る
少
数
民
族
言
語

へ
の
映
画
翻
訳
工
作
の
現

状

で
あ
る
。
中
国
に
お
い
て
は
、
制
度
上
は
少
数
民
族
言
語

へ
の
映

画
翻
訳
工
作
が
整
備
さ
れ
た
も
の
の
、
翻
訳
を
す
る
ス
タ
ッ
フ

・
制

IIO



表5中 国における少数民族言語への映画吹替え等の状況(1992年)

映画制作(翻訳)

単位名

翻訳言語 制作地点

(箇所)

制作人

数(人)

フィルム

(ミ リ)

制作数

(本)

上映回数

(千回)

入場者数

(千人)

配給収入

(千元)

内蒙古電影製片廠 蒙 1 28 35 30

内蒙区公司 蒙(3方 言) 3 46 16 90

吉林省延辺州公司 朝 1 16 16 72 5 1875 101

甘粛省甘南州公司 蔵(方 言) 1 11 16 15

天山電影製片廠 維 、恰 2 81 35 50

新彊区公司 維 、恰 11 35 155 17003 887

青海電影訳製廠 蔵(方 言)、土 2 28 16 33

青海省公司 3 1458 28

西蔵区公司 蔵 1 as 16 27 120 23000

貴州省購東南雄公司 苗 、伺 2 10 16 30 2 1569

四川省公司 蔵(2方 言)、舞 3 32 16 75 14 4360

雲南省公司 俸 、景 、傑 、拉 、

独 、仮

4 45 16 125 5 3050

広西区公司 壮(南 壮)、壮

(北壮)、個 、苗

10 87 16 153 22 12472 91

合計 26言語(方 言

を含む)

30 423 goo 329
..

1109

出所:「中国電影年鑑」1993年、中国電影出版社、223頁より。

注:(1)表 中の「蔵」はチベ ッ ト族、「蒙」はモ ンゴル族、「朝」は朝鮮族、「維」はウイグル族、「苗」

は ミャオ族、「伺」は トン族、「弊」はイ族、「俸」はタイ族 、「景」はチ ンポー族、「傑」はリス

族、「拉」はラフ族 、「猿」は トールン族、「仮」はワ族、「壮」はチワン族 、「土」は トウ族、「恰」

はカザ フ族を示す。

(2)表 中の 「上映回数」、「入場者 人数」、「配給収入」の数値はそれぞれ百以下の単位 を切

り捨 てた数値 であ り、合計の数値とは必ず しも一致 しない。

中
国
の
各
種
文
芸
事
業
に
お
い

て
、
"突
出
主
旋
律
、
堅
持
多
祥

化
"
は
改
革
開
放
以
後
二
十
年
近

く
を
経
過
し
た
現
在
で
も
確
固
た

　
お

　

る

ス

ロ
ー

ガ

ン

で
あ

り

、
映

画

事

お
わ
り
に

作
所
は
と
も
に
数
少
な
く
、
ま
た

翻
訳
さ
れ
る
少
数
民
族
言
語
も
限

定
さ
れ

る
。
ま
た

一
九
九
〇
年
に

は
「美
干
凋
高
民
族
悟
母
制
片
痒

制
粉
格
的
通
知
」
が
出
さ
れ
、
ア

フ
レ
コ
等

の
場
合
の
映
画

一
本
あ

た
り

の

翻

訳
価

格

も
定

め

ら

ム
お

　

れ
た
。

し
か
し
、
改
革
開
放
以

後
、
映
画
事
業
に
お
い
て
、
各
制

作
所
が
損
益
の
自
己
負
担
を
す
る

独
立
採
算
制
を
と
る
に
至
っ
た
現

在
、
少
数
民
族
言
語

へ
の
翻
訳
事

業
が
商
業

ベ
ー
ス
に
乗
る
に
は
か

な
り

の
困
難
が
あ
る
と

い
え
よ

う
。

II1一 中国映画 にお ける「民 族化」の一 面



業
に
お

い
て

「
二
為
」

の
方
向
は
す
べ
て
の
映
画
制
作

の
基
本
方
向

で
あ
り
、
そ
の
下
に

「双
百
」
の
方
針
が
あ
る
。
中
国
映
画
事
業
は
、

常
に
国

に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
た
文
芸
の
基
本
目
標
に
向
か
う
こ
と
が

義
務
づ
け
ら
れ
、
映
画
制
作

に
お
け
る

「
主
旋
律
」
お
よ
び

「
民
族

化
」
が
叫
ば
れ
、
こ
う
し
た
中
に
お
い
て

「少
数
民
族
映
画
」
が
制

作
さ
れ

て
き
た
。

一
九

五
〇
～
六
〇
年
代
に
制
作
さ
れ
た
少
数
民
族
映
画
は
五
〇
年

の
映
画

『内
蒙
古
人
民
的
腔
利
』

に
代
表
さ
れ
る
よ
う
に
、
少
数
民

族
が
漢
民
族
と
と
も
に
抗
日
戦
争
や
解
放
あ
る
い
は
社
会
主
義
生
産

に
立
ち
向
か
う
姿
が
描
写
さ
れ
た
。
当
時
の
少
数
民
族
映
画
は
国
策

の
重
要
な
教
育
手
段

・
宣
伝
手
段
で
あ
っ
た
。

改
革
開
放
以
後
、
テ
レ
ビ
放
送
事
業
を
は
じ
め
と
す
る
各
種
メ
デ
ィ

ア
の
発

展
に
よ
り
、
映
画
事
業

の
宣
伝

・
教
育
手
段
と
し
て
の
主
た

る
役
割

は
テ
レ
ビ

へ
と
移
行
し
た
。
ま
た
映
画
事
業
は
そ
れ
ま
で
の

国
家
に
よ
る

「統

一
買
い
付
け

・
統

一
配
給
方
式
」
が
崩
れ
、
各
映

画
制
作

所
の
自
由
競
争
の
時
代

に
突
入
し
た
。
こ
う
し
た
中
に
お
い

て
、
映
画
は

"新
時
期
電
影
"

の
時
代
と
な
り
、
第
五
世
代
監
督
を

中
心
に

"新
民
俗
電
影
"
が
数
多
く
制
作
さ
れ
、
八
五
年

の
映
画

『青

春
祭
』

を
は
じ
め
新
た
な
少
数
民
族
映
画
が
生
ま
れ
た
。
多
く
の
少

数
民
族
映
画
に
お
い
て
、
映
画

の
政
治
的

・
教
育
的
色
彩
は
薄
れ
、

各
少
数

民
族
固
有

の
習
慣
が
描
写
さ
れ
た
芸
術
的

・
娯
楽
的
要
素
が

濃

い
作

品
群
が
登
場
し
た
の
で
あ
る
。
ま
た
こ
れ
を
加
速
さ
せ
た
の

は
、
八
〇
年
代
半
ば
以
降
の
中
国
映
画
制
作

に
お
け
る
香
港
映
画
界

の
資
金
的

・
技
術
的
援
助
で
あ
っ
た
。

一
九
八
九
～
九
〇
年
の

「整
理
整
頓
」
期

に
お

い
て
、
中
国
映
画

界
は

一
時
的
に

「
二
為
」

の
方
向

へ
強
く
回
帰
し
、
革
命
歴
史
も
の

映
画
な
ど
の

「主
旋
律
」
映
画
が
多
く
制
作
さ
れ
た
。
し
か
し
九
二

年
郡
小
平

の
南
方
講
話
以
後
、
映
画
界
は
再
び

「双
百
」

の
方
針
に

向
か
っ
て
歩
み
だ
し
た
。
翌
年

「美
於
当
前

深
化
屯
影
行
並
机
制
改

革
的
若
干
意
児
」
が
出
さ
れ
、
四
十
年
間
余

に
わ
た
っ
て
続
け
ら
れ

て
き
た
中
国
電
影
発
行
放
映
公
司
に
よ
る
映
画

の
国
家
配
給
体
制
が

　
　
　

正
式
に
取
り
消
さ
れ
た
。
映
画
の
自
由
な
売
買
が
認
め
ら
れ
た
の
で

あ
る
。

中
国
映
画
の
進
む

べ
き
基
本
方
向
と
し
て
は
中
華
民
族
全
体

の
文

化
振
興
を
図
る

「
民
族
映
画
」

(広
義
の
民
族
映
画
)

の
制
作
に
あ

り
、

こ
の
中
に
お
い
て
、
各
少
数
民
族
を
描
く

「少
数
民
族
映
画
」

(狭
義
の
民
族
映
画
)
と
呼
ば
れ
る
ジ
ャ
ン
ル
の
映
画
が
制
作
さ
れ
る

の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
「
民
族
化
」
を
進
め
る
中
国
映
画
事
業

に
お
い
て
は
、
現
在
も
な
お
、
以
下
の
三
点

に
代
表
さ
れ
る
よ
う
な

規
制
が
残
さ
れ
て
い
る
。
第

一
に
映
画
制
作

に
お

い
て
は
シ
ナ
リ
オ

ム
お
　

審
査
制
度
が
残
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

映
画
売
買
の
自
由
は
認

め
な
が
ら
、
映
画
制
作
に
は
未
だ
国
家
機
関

の
規
制
が
あ
る
の
で
あ

る
。
第
二
に
、
外
国
映
画
の
配
給
は

「中

国
電
影
輸
出
輸
入
公
司
」

ム
あ
　

が
行

っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
中
国
に
お
い
て
、
中
国
国
産
映
画
の

売
買
は
自
由
に
な
り
な
が
ら
も
、
外
国
映
画

の
買

い
付
け
は
国
家
機

関
が
行
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
第
三
に
映
画
館
に
お
け
る
映
画
の
上

112



映
時
間
の
比
率
が
条
例
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

例
え
ば

「電
影
管
理
条
例
」

に
よ

っ
て
、
中
国
の
映
画
館
に
お
い
て

は
三
分
の
二
以
上
の
時
間
を
用
い
て
、
中
国
国
産
映
画
を
上
映
す
る

ハ
　

　

こ
と
が
義
務
づ
け
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

改
革
開
放
以
後
、
中
国
映
画
界
が
市
場
経
済
体
制

に
移
行
す
る
中

に
お
い
て
、
少
数
民
族
映
画
に
は
政
治
的
な
色
彩
が
薄
れ
、
経
済
的

に
採
算
の
と
れ
る
芸
術
的
か
つ
娯
楽
的
な
作
品
が
制
作
さ
れ
る
よ
う

に
な
っ
た
。
ア
ジ
ア
映
画
全
体
の
推
移
を
み
た
場
合
、
各
国
で
映
画

制
作
に
お
け
る
政
治
的
規
制
が
緩
和
さ
れ
る
中
に
お
い
て
、
ア
ジ
ア

　
お
　

各
国
は
自
国
の

「民
族
映
画
」
を
制
作
す
る
方
向
に
向
か
っ
て
い
る
。

つ
ま
り
従
来
は
ア
メ
リ
カ
の
ハ
リ
ウ
ッ
ド
映
画
等
に
対
抗
す
る
政
治

的
手
段
と

し
て

「
民
族
映
画
」
が
制
作
さ
れ
て
き
た
が
、
現
在
は
圧

倒
的
な
物
量
を
誇
る
ア
メ
リ
カ
娯
楽
映
画
が
主
流
で
あ
る
世
界

の
映

画
市
場
に
参
入
す
る
経
済
的
手
段
と
し
て

「民
族
映
画
」
が
制
作
さ

れ
て
い
る
と
も
い
え
よ
う
。

九
六
年
お
よ
び
九
七
年
に
か
け
て
わ
が
国
に
お

い
て
公
開
さ
れ
た

ム
お
　

映
画

『黒
駿
島
』
、
『太
阻
島
』
は
少
数
民
族
映
画
の
傑
作
で
あ
る
。

中
国
映
画
界
は
、
様

々
な
規
制
緩
和
を
進
め
な
が
ら
、
真
の

「民
族

映
画
」
を
模
索
し
よ
う
と
し
て
い
る
。

注
<
　

>

佐
藤

忠
男

『
ア
ジ

ア
映

画
』
第

三
文
明

社
、

一
九
九

三
年

、
二
頁
。

〈
2
>

四
方

田
犬

彦

『
電
影

風
雲

』
白
水

社
、

一
九
九

三
年

、
四

二
頁
。

〈
3
>

李

少
白

「
電
影

民
族

化
再

認

識
」

中
国

電
影

家
協

会

『
中

国
電

影

年
鑑

一
九

九
〇

』
中
国

電
影

出
版

社
、

一
九
九

二
年

、
二
八

三
頁

参

照
。

〈
4
>

張

進
侯

・
衰

国
友

「
論
民

族

題
材

電
影

的
精

品
之

路
」

中
国

人

民

大
学

『
電

影

・
電

視
芸

術
研
究

』

中
国

人
民
大

学
書

報
資

料
中

心
、

一
九
九

七
年

、
第

三
期

、
六

三
頁
参

照
。

〈
5
>

中

国

に
お
け

る
映

画
は

"
故
事

片

"
(
劇
映

画
)
、
"美

術
片

"
(
ア

ニ
メ

ー
シ

ョ

ン
映

画
)
、
"
記

録
片

"
(
記
録

映
画
)
、
"新

聞

片
"
(
ニ
ュ
ー

ス
映
画

)
、
"
科
学

教
育

片

"
(科

学
教

育
映

画
)

に
分
類

さ
れ

、
さ
ら

に
劇
映

画

は

"
歴
史
片

"

(歴

史
も

の
映

画
)
、
"
革

命
歴

史
片

"

(
革

命

歴
史

も

の
映

画
)
、

"
愛

情
片

"

(恋

愛

映
画

)
、

"
戯
曲

片

"

(伝
統

劇

映
画

)
、

"
几
童

片

"

(児

童
映

画

)
、

"音

楽

片
"

(
ミ

ュ
ー
ジ

カ
ル

映

画
)
、
"
偵

破
片

"

(
刑
事

も

の
映

画
)
、

"
恐
怖

片

"

(
ス
リ
ラ
ー

映

画

)
、
"
武
打

片
"

(
カ

ン

フ
ー

・
ち

ゃ
ん
ば

ら
映
画

)
、
"
戦
争

片

"
(
戦

争
映

画
)
、
"
民
族

片
"

(少

数

民
族
映

画
)
な

ど

に
分
類

さ
れ

る

(藤

森

猛

「
中

国

に

お
け

る
映

画

、
劇

場

動

向
」

『
愛
知

論

叢
』

第

五

四

号

、
愛
知

大
学

、

一
九
九

三
年

を
参

照
)
。

〈
6

>

最
初

の
中
国

映
画

は

、

一
九
〇

五
年

、

北
京
豊

台

照
相
館

制
作

の
伝

統
劇

映

画

『定

軍

山
」

(程

李
華

主

編

『
中
国

電
影

発
展

史

一
」

中

国
電
影

出
版

社
、

一
九

六

三
年

等
参

照
)
。

〈
7

>

最
初

の
中

国
左

翼
映

画
は
、

一
九

九
三

年
、
程

歩
高

監
督

の

『
狂

流

』
、
明

星
影
片

股

傍
有

限
公

司
制
作

(
同
上
書

、
二
〇

三

～
二
〇

八

頁
、

佐
藤

忠
男

・
刈

間

文
俊

『
上
海

キ
ネ

マ
ポ

ー
ト
』

凱

風
社

、

一

九

八
五
年

、
二
五

一
頁
、
藤

森
猛

「
中
国
映

画

用
語

の
形
成
」

『愛

知

中国映画 における「民族化」の一面iii



論
叢
」
第
六
〇
号
、
愛
知
大
学
、

一
九
九
六
年
参
照
)。

〈
8
V

〃
二
為
"
と
は
文
芸
活
動
の
対
象
を

一
つ
に
は
労
働
者
、
農
民
、

兵
士
等
の
人
民
大
衆
の
た
め
に
奉
仕
す
る
こ
と
と
規
定
し
、
も
う

一

つ
に
は
社
会
主
義
の
た
め
に
奉
仕
す
る
こ
と
と
規
定
し
て
い
る
(「毛

沢
東
論
文
芸
」
人
民
出
版
社
、

一
九
九
二
年
、
お
よ
び
藤
森
猛

「整

備
整
頓
期
の
中
国
映
画
」
『愛
知
論
叢
」
第
五
六
号
、
愛
知
大
学
、

一

九
九
四
年
参
照
)。

〈
9
>

"双
百
"
と
は

「百
花
斉
放
、
百
家
争
鳴
」
で
あ
り
、
芸
術
上
の

異
な
っ
た
形
式
お
よ
び
風
格
を
自
由
に
発
展
さ
せ
、
科
学
に
お
け
る

異
な
っ
た
学
派
を
自
由
に
論
争
さ
せ
、
こ
れ
が
芸
術
の
発
展
や
科
学

の
進
歩
を
促
進
し
、
社
会
王
義
文
化
の
反
映
を
促
進
す
る
も
の
で
あ

る
と
し
た

(同
上
書
、
お
よ
び
愛
知
大
学
中
日
大
辞
典
編
纂
処
編
「中

日
大
辞
典
』
大
修
館
書
店
、

一
九
八
九
年
、
五
〇
頁
参
照
)。

〈
10
>

江
沢
民
総
書
記
は
映
画
制
作
に
お
け
る

"三
性
"
(
"思
想
性
"

"芸
術
性
"
"観
賞
性
"
)
を
発
展
さ
せ
、
"三
精
"
("
思
想
情
深
"
"芸

術
精
湛
〃
"制
作
精
致
")
を
映
画
制
作
の
基
本
方
針
と
し
た

(張
進

侯

・
衷
国
友
、
前
掲
論
文
、
六
三
頁
参
照
)。

〈
11
>

衷
智
忠

「主
旋
律
電
影

"
回
顧
与
反
思
」
前
掲

「電
影

・
電
視

芸
術
研
究
」、

一
九
九
七
年
、
第

一
期
、
七
八
頁
参
照
。

〈
12
>

四
百
余
り
の
民
族
が
、
民
族
識
別
工
作
を
経
た

一
九
六
四
年
に

一
八
三
種
の
民
族
名
称
が
残
さ
れ
、
そ
の
後
の
民
族
識
別
工
作
を
経

て
、

一
九
七
九
年
、
五
五
の
少
数
民
族
が
確
定
し
た
が
、
そ
の
時
点

で
な
お
識
別
を
持
つ
民
族
名
称
は
二
三
種
あ
り
、
識
別
が
不
祥
な
も

の
が
三
二
種
あ
っ
た

(王
山松
興

「中
共
的
民
族
与
民
族
識
別
工
作
」

『国
際
中
国
辺
彊
学
術
会
議
論
文
集
」
国
立
政
治
大
学
辺
政
研
究
所
、

一
九
八
五
年
、

一
六
四
三
頁
)。

〈
13
>

映
画

「成
吉
思
汗
」
(邦
題

「
ジ
ン
ギ
ス
・カ
ン
」
)、

一
九
八
六

年
、
内
蒙
古
電
影
製
片
廠

・
北
京
電
影
学
院
青
年
電
影
製
片
廠
の
共

同
制
作
、
監
督
倉
相
持
。
な
お
九
七
年
に
も

『成
吉
思
汗
和
他
的
母

来
」
(内
蒙
古
電
影
製
片
廠
)
の
タ
イ
ト
ル
で
再
映
画
化
さ
れ
て
い
る

(「大
衆
電
影
」
大
衆
電
影
雑
誌
社
、

一
九
九
七
年
、
第

一
〇
期
、
六

〇
頁
参
照
)。

〈
14
>

「鴉
片
哉
争
」
(邦
題

「阿
片
戦
争
」)
、

一
九
九
七
年
、
峨
眉
電

影
製
片
廠

・
成
都
匡
通
城
市
の
共
同
制
作
、
監
督
謝
晋

(『大
衆
電

影
』

一
九
九
七
年
、
第
七
期
、

一
一
頁
参
照
)。

〈
15
>

"歴
史
片
"
(歴
史
も
の
映
画
、

一
般

に
ア
ヘ
ン
戦
争
以
前
の
封

建
社
会
を
扱
う
)、
"革
命
歴
史
片
"
(革
命
歴
史
も
の
映
画
、
近
現
代

の
う
ち
特
に
新
中
国
成
立
に
至
る
時
期
を
扱
う
)
、
"武
打
片
"
(カ
ン

フ
ー

・
チ
ャ
ン
バ
ラ

・
立
ち
回
り
映
画
)
は
い
ず
れ
も
中
国
映
画
の

ジ
ャ
ン
ル
。

〈
16
>
〈
17
>

一
九
五
〇
年
、
東
北
電
影
製
片
廠

(長
春
電
影
製
片
廠
の

前
身
)
に
よ
っ
て
制
作
さ
れ
た
映
画

『内
蒙
春
光
」
(監
督
干
学
偉
)

は
当
時
の
国
家
民
族
事
務
委
員
会

(
一
九

四
九
年
発
足
)
の
批
判
を

受
け
た
後
、
周
恩
来
首
相
と
毛
沢
東
主
席
が
話
し
合
い
、
周
首
相
は

こ
の
映
画
の
上
映
停
止
を
決
め
た
。
さ
ら
に
周
首
相
は

「美
干

『内

蒙
春
光
』
的
座
淡
会
」
に
お
い
て
、
「美
干
少
数
民
族
題
材
屯
影
創
作

的
重
要
洪
活
」
を
発
表
し
、
映
画

『内
蒙
春
光
』
の
誤
り
が
共
産
党

の
少
数
民
族
政
策
を
貫
徹
す
る
の
に
問
題
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
た

こ
と
を
受
け
、
映
画
は
修
正
さ
れ
た
。
修
正
を
受
け
た
映
画
は

『
内

蒙
古
人
民
的
腔
利
』
と
い
う
タ
イ
ト
ル
で
公
開
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ

114



た

(
李
突

明

「
十
七
年

少

数
民

族
電

影
的

文
化

視
点

与
主

題
」

前

掲

『
電
影

・電
視

芸
術

研
究
」
、

一
九
九

七
年

、
第

二
期

、
四
六

頁
参

照
)
。

〈
18

>

「
五
朶
金

花
」
は
雲
南

の
大

理
を
舞

台

に
し

た

ペ
ー
族

の
青

年

と

娘

(
金
花

)

の
ラ

ブ

ロ

マ
ン
ス
、

ハ
ッ
ピ

ー

エ
ン
ド

で
映

画

は
終

わ

る

(監

督
王

家
乙

)
。

〈
19

>

李
突

明
氏

に

よ
る
少

数
民

族
映

画

の
分
類

に
お

い
て
は
、

本
文

中

の
⑤

「
愛

情
も

の
」

の
分
類

を
含

め
ず

に
、

「
解
放

も

の
」
・
「
抗

日

も

の
」
・
「
融
合

も

の
」

・
「建

設
も

の
」

の
四
分
類

と

し
て

い
る

(李

突

明

、
前
掲

論
文
参

照
)
。

〈
20

>

映

画

「衣

奴

」

(邦

題

「
農
奴

」
V

(
一
九

六
三
年

、
八

一
電
影
製

片
廠

監
督
李

俊
)

の
チ

ベ
ッ
ト

族

の
描
き

方

に

つ

い
て
は
佐
藤

忠

男

氏

に
よ
る
前

掲

「
ア
ジ

ア
映
画
」
、
七

六
頁

等
を
参

照

の

こ
と
。

〈
21

>

映

画

『杁

奴
乗

到
將

軍

」

(邦

題

「
将
軍

」
)

(
一
九
七

九
年
、
上

海

電
影

製
片

廠
、

監
督

王
炎

)

に
お

い
て
は
か

つ
て
奴
隷

と
な

っ
て

い
た

イ
族

の
主
人

公

が
抗

日
戦
争

や

国
民
党

と

の
内

戦
を

軍
人

と

し

て
戦

っ
た
様

が
描

か
れ

た

(
張
駿

祥

・
程
季

華
主

編

「
中

国
電

影
大

辞

典
」

上
海
辞

書
出

版
社

、

一
九

九

五
年
、

=
一二

頁
等

参

照
)
。

〈
22
>

「
相

互
理

解
も

の
」
と

い
う
表

現

は
、
前

記

の
李

突
明

氏

に
よ

る

分

類

に
お

い
て
、

「
融
合

も

の
」

(各

民
族
と

民
族

の
融
合

を
描

い
た

映

画
)

と

い
う
表

現
を

用

い
て

い
る

(
李
突

明
、

前

掲
論
文

、

一
八

頁
参

照
)
。

〈
23
>

映
画

「天

山
的
紅

花

」

(邦

題

「
天
山

の
赤

い
花
」
)
(
一
九

六

四

年

、
西
安

・
北
京

電
影
製

片
廠

、

監
督

崔
鬼

)

に
お

い
て
は
、
牧

畜

を
行

う
生

産

隊

の
隊

長

と
な

っ
た

カ
ザ

フ
族
女

性

の
生

き
方

が
描

か

れ

た

(前

掲

「
中
国
電

影
大

辞
典

」
九

四
五

頁
等
を

参
照

)
。

〈
24

>

四
六
年

一
月
、

モ
ン
ゴ

ル
人
民

共
和

国

の
承

認

、
四
七

年

五
月
、

内
蒙

古
自

治
政

府

が
成
立

(主

席

ウ

ラ

ン
フ
)
、
四
九
年

十

二
月
、
内

蒙
古

自
治

区

人
民
政

府

に
改
編

な
ど

が
行

わ

れ
た

(加

々
美

光
行

「
知

ら

れ
ざ

る
祈

り
」
新

評
論

、

一
九
九

二
年

、

二
〇

四
頁
等
参

照

)
。

〈
25

>

五

五
年

一
月
、
新

彊

ウ
イ

グ

ル
自

治

区

の
成

立
、
五
九

年
三

月
、

新
彊

ウ
イ
グ

ル

の
暴

動

(
同

上
書
、

二

一

一
頁

等
参

照
)
。

〈
26

>

五

一
年

五

月
、

中
央

人
民

政
府

と

チ

ベ
ッ
ト

政
府

と

の
間

で

の

「
チ

ベ
ッ
ト
平

和
解
放

の
方

法

に
関
す

る
協

議
」
が
締

結
、
五
九
年

三

月

、

チ

ベ
ッ
ト

の
反
乱

、

ダ

マ
イ

ラ

マ
の
亡
命

(
同
上
書

、

三

一
〇

頁
等

参

照
)
。

〈
27

V

李
突

明
、
前
掲

論
文

、
お
よ
び

前
掲

『
中

国
電
影

大
辞

典
」
参
照

。

〈
28

V

文

化
大

革
命

に
お

い
て
は

、
演
劇

『白

毛
女

」

な

ど

の
八

つ
の

「
様

板
戯
」

(
革
命

的
模

範
劇

)

と
映

画

『地

道
哉

」

(
一
九

六

一
年

、

八

一
電
影

製
片

廠
、
監
督

任
旭

東

)
、
「地

雷
哉

」

(
一
九

六

二
年

、
八

一
電

影
製

片
廠

、

監
督

唐
英

奇

・
徐
達

・
呉
健

海
)

等

の
ご

く
少
数

の
革

命

的
模

範

映
画

が

繰
り

返

し
上

演

・
上

映

さ
れ

た

(
李
亦

中

・

呂
曉

明

「
中

国
電

影
巻

」

華

東
師

範

大

学
出

版

社

、

一
九
九

三
年

、

一
二
頁
等
参

照

)
。

〈
29

>

改

革

開

放
以

降

の
劇

映

画
年

間
政

策

総
数

は

七
九

年

六

三
本

、

八
〇

年

八
四
本

、

八

一
年

一
〇

五
本

、
八

二
年

=

五
本

、

八
三
年

一
二
七
本

、

八
四
年

一
四

三
本
と

増
加

の

一
途

を
辿

っ
た
後

に
八

五

年

=

一七

本
、

八

六
年

一
五
〇
本

、

八
七
年

一
四

一
本
、

八

八
年

一

四
九

本
と

な
り

、
横

ば

い
な

い
し
は
緩

や

か
な
減

少

傾
向

を
示

す

よ

う

に
な

っ
た

(
藤
森

猛
、
前

掲

「
中

国

に
お
け

る
映
画

、
劇
場
動

向
」

=

二
七

頁
参

照
)
。

中国映画 におけ る「民 族化」の一面iig



〈
30

>

人
形

劇
映

画

「阿

凡
提

」

(
一
九

七
九

年
、
上
海

美
術

電
影

製
片

廠
、

監
督

斯
夕

・
劉
惹

儀
)
、

人
形

劇
映

画

「
阿
凡

提

」

(
一
九

八

一

～

八
八
年

、
全

=

二
本

、
上

海
美

術
電

影
製

片
廠

、
第

一
～

五

・
八

作

監
督

曲

建
方

、

第

六

・

一
〇

・
=

二
作

監

督

曲
建

方

・
察

瀾

瀾

、

第

七

・

一
二
作
監

督
察

淵
瀾

、
第

九

・
=

作

監
督

曲
建

方

・
金
芳

鈴

)
、

ア

ニ
メ
映
画

『胡

蝶
泉

」

(
一
九

八

三
年

、
上

海
美

術
電

影
製

片

廠
、

監

督

阿
達

・
常

光

希

)
。

な

お

"
木
偶

片

"

(人

形
劇

映

画

)

は

"動

画
片

"
(
狭
義

の
ア

ニ
メ
ー

シ
ョ

ン
映

画
、
漫

画
映

画
)
等
と

と

も

に

〃
美

術
片
"

(広

義

の

ア

ニ
メ
ー

シ

ョ

ン
映

画
)
に
含

ま
れ

る

(前

掲

『
中

国
電
影

大
辞

典
」

三
頁
、
お

よ
び
劉

定
中

「
阿
凡

提
芸
術

形

象
的

再
塑
造

」
『
新
彊

文
学
』
新

彊
人

民
出
版

社

、

一
九

八

〇
年

三

月

号
、

七
七
頁

等
参

照
)
。

〈
31

>

甘
惜

分

『
新

聞
学
大

辞
典

」
河
南

人
民
出

版
社

、

一
九
九

三
年

、

一
〇
七

四
頁

、
お
よ

び

「
中
国

統
計

年
鑑

一
九

九

四
」

中
国
統

計
出

版

社
、

一
九
九

四
年

、

六

二
五
頁
参

照
。

〈
32

>

藤

森
猛

「
中

国

の
ラ
ジ

オ
、
テ

レ
ビ
ジ

ョ

ン
放

送
事

業
」
「
愛
知

論

叢
」

第

五
九

号

、
愛
知

大
学

、

一
九
九

五
年
参

照

。

〈
33

>

中

央
電

視
台

に
よ

っ
て

一
九
七

六
年

『
新

聞
聯
播

」

(
正
式
名

"

全

国
電

視
台
新

聞

聯
播
)

(
ニ
ュ
ー

ス

・
ネ

ッ
ト
)

が
開

始

さ
れ
、

そ

の
後

八
〇
年

『
国
際
新

聞
」

(
国
際

ニ
ュ
ー

ス
)
、

八
三
年

『
晩
間
新

聞

」

(
夜

の

ニ
ュ
ー

ス
)
、

八
四

年

『
午

間
新

聞

』

(
午

後

の

ニ
ュ
ー

ス
)

が
加

わ
り

、
現
在

の
定

時

ニ
ュ
ー

ス
放

送

の
方

式

が
定

ま

っ
た

(
同
上
論

文
、
お

よ
び
前

掲

「
新

聞
学

大
辞

典
」
、

八
二
六
頁

参

照
)
。

〈
34

V

中
国

に
お

け

る
テ

レ
ビ

の
年
間

生
産

台
数

は

八
四
年

=

二
八

万

台

、

八
五

年

一
=

五

六
万

台

、

八
六

年

二

一
九

八

万
台

と
な

り

、

一
九
八
六
年
に
お
い
て
、
テ
レ
ビ
の
生
産
台
数
が
ラ
ジ
オ
の
生
産
台

数

(
一
九
八
六
年
二
〇
五
〇
万
台
)
を
初
め
て
上
回
っ
た
。
『中
国
統

計
年
鑑

一
九
九
二
」
、
六

=
二
頁
、
お
よ
び
藤
森
猛

「
中
国
に
お
け

る
家
電
製
品
の
普
及
と
娯
楽
手
段
の
多
様
化
」
『愛
知
論
叢
」
第
五
八

号
、
愛
知
大
学
、

一
九
九
五
年
参
照
。

〈
35
>

一
九
五

一
年
に
中
国
全
国
で
六
百
余

の
農
村
映
画
隊

(農
村
に

お
け
る
野
外
巡
回
映
画
放
映
隊
)
が
組
織
さ
れ
、
八
四
年
に
ピ
ー
ク

を
迎
え
る
時
に
は
全
国
で
約

一
五
万
の
農
村
映
画
隊
が
存
在
し
た
が
、

八
五
年
国
務
院
の

『美
干
制
止
向
衣
民
乱
派
款
、
乱
牧
費
的
通
知
」

が
出
さ
れ
て
、
農
民
に
よ
る
映
画
集
団
貸
し
切
り
方
式
が
非
難
さ
れ
、

そ
の
後
農
村
映
画
隊
は
急
速
に
減
少
し
た
。
ま
た

一
九
五

一
年
に
成

立
し
た
国
家
の
中
国
電
影
発
行
放
映
公
司

(中
影
公
司
)
は
、
農
村

部
へ
映
画
を
配
給
す
る
と
と
も
に
、
都
市
部
の
映
画
館
へ
の
映
画
配

給
も

一
手
に
引
き
受
け
て
い
た
。
中
影
公
司
は
省

・
市

・
県
レ
ベ
ル

の
各
電
影
発
行
放
映
公
司
を
通
し
て
、
映
画
館
な
ど
の
映
画
放
映
単

位
に
映
画
を
配
給
し
た

(前
掲

「中
国
電
影
年
鑑

一
九
九
〇
」、
三

四
三
頁
、
お
よ
び
藤
森
猛

「中
国
の
娯
楽
文
化
市
場
」
『愛
知
論
叢
」

第
五
七
号
、
愛
知
大
学
、

一
九
九
四
年
参
照
)
。

〈
36
>

映
画
事
業
は

一
九
四
九
年
十
月
に
中
国
人
民
政
府
文
化
部
の
電

影
局
の
管
轄
と
な
っ
て
以
来
、
五
四
年
九
月
か
ら
は
国
務
院
の
文
化

部
の
電
影
事
業
管
理
部
、
七
〇
年
六
月
の
国
務
院
文
化
組
の
電
影
組
、

七
五
年

一
月
国
務
院
の
文
化
部
の
電
影
局
、
八
二
年
十

一
月
文
化
部

の
電
影
事
業
管
理
局
と
な
り
、
基
本
的
に
は
文
学

・
演
劇

・
音
楽
等

の
他
の
文
芸
部
門
と
同
じ
く
国
務
院
の
文
化
部
所
管
と
な
っ
て
い
た
。

八
六
年

一
月
に
広
播
電
影
電
視
部

(ラ
ジ
オ

・
映
画

・
テ
レ
ビ
省
)
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が
設

立

さ
れ
、

放
送

・
映

像

メ

デ
ィ

ア
は

一
つ
の
部
局

に
管

轄

が
移

さ

れ
た

(
蘇
尚

尭

『
中
華

人
民

共
和

国
中

央

政
府
機

構

(
一
九

四
九

ー

一
九

九
〇

)
」
経

済
科

学
出

版
社

、

一
九
九

三
年
参

照
)
。

〈
37

V

八
七

年

に
映
画

制
作

所
と

中

国
電
影

発
行

放
映

公

司
が

映
画

配

給

に
お
け

る
そ
れ

ぞ
れ

の
収
入

を

"
上
座

率
"

(劇

場

の
入
場
率

)
に

よ

っ
て
決
算

す

る
契
約

が
交

わ

さ
れ

、
十

六

か
所

の
主
要

映

画
制
作

所
は
、

よ

り
映

画
観
客

数

の
見

込

め
る
質

の
高

い
映

画
制

作

を
始

め

た

こ
と

も
映

画
制
作

所

に
お
け

る
独

立
採
算

制

(損

益

の
自
己
負

担

)

を

進

め
る
大

き
な

要

因
と
な

っ
た

(藤

森

猛
、

前
掲

「
中

国

の
娯
楽

文

化
市

場
」
参

照
)
。

〈
38

>

饒

朔
光

『
新

時

期
電

影

文

化
思

潮
』

中

国

広
播

電

視
出

版

社

、

一
九
九

七
年
、

一
頁
等

参

照
。

〈
39

>

「
黄
土

地

』

(
邦
題

「
黄

色

い
大
地

」
)

(
一
九

八

四
年

、
広

西
電

影
製

片
廠

、
監

督
陳

凱
歌

)

は
、

一
九

八

五
年

ロ
カ

ル

ノ
国
際
映

画

祭

の
銀
賞

に
輝

い
た
ほ

か
、

わ
が

国

の
八

五
年

の
中
国

映
画

祭

(
当

時

は
中

国
映
画

新
作

フ

ェ
ス
テ
ィ

バ

ル
)

に
出
品

さ
れ

、
中

国
映

画

ブ

ー

ム
を

つ
く

る
契

機
と

な

っ
た

(前
掲

『
中
国

電
影

大
辞

典
』

一

四

三
九

頁
、

お

よ
び
大

塚
秀

明

等

『
八
五

中

国
映

画
新

作

フ

ェ
ス

テ
ィ

バ

ル
」

中

国
映

画
新

作

フ

ェ
ス

テ
ィ

バ
ル
実
行

委

員
会

、

一
九

八

五
年

参
照

)
。

〈
40

>

『野

山
』

(邦

題

「
野

山
」
)
(
一
九

八
五
年

、
西
安

電
影
製

片
廠

、

監
督

顔
学
恕

)

は
、

八
五

年

の
ナ

ン
ト

三
大
陸

映
画

祭

の
大
賞

等

を

受

賞
。

『
老
井

』

(邦

題

「古

井

戸
」
)

(
一
九

八
七
年

、

西
安
電

影
製

片

廠

、
監
督

呉

天
明
)

は
、

八

七
年

の
東

京
国

際
映

画
祭

の
大

賞
等

を

受
賞

し
、

ま

た
中
国

国
内

よ
り

も
海

外

に
お

い
て
先

に
映
画

公
開

さ
れ

た

こ
と
、

ま
た

そ

の
予
告

映

画
が

放
映

さ

れ
る

な
ど
中

国
映

画

界

に
と

っ
て
は

異
例

の
こ
と
と

な

っ
た
。

『
紅
高

梁

』

(
邦
題

「
赤

い

コ
ー

リ
ャ

ン
」
)
(
一
九

八
七

年
、
西
安

電
影

製
片

廠
、
監
督

張
芸

謀
)

は

、

八
八
年

ベ
ル
リ

ン
国

際
映

画
祭

の
大

賞

な
ど

を
獲

得
後

、
中

国

各
地

で
映

画
座

談
会

や
映

画
評

論
旋

風
を

巻
き
起

こ
し
た

(
前
掲

『
中

国
電

影
大

辞
典

』

一
四

三
九
頁

等
参

照
)
。

〈
41
>

劉
徳

瀕

「
民
俗

化

"
対

民
族

歴
史

与

現
実
的

電
影

閑
釈
」

『
電
影

芸
術

』
大
衆

電
影

雑
誌

社
、

一
九

九

七
年

三
月
号

、
二

一二
頁

等
参

照
。

〈
42

>

第

一
世
代

監
督

(
一
九
〇

五
-

四
九

)
、
第

二
世
代

監
督

(
一
九

四
九
-

五
六

)
、
第

三

世
代

監
督

(
一
九

五
七
-

七

五
)
、
第

四
世
代

監
督

(
一
九

七
六

以
降

)
、
第

五
世
代

監
督

(
八
〇
年

代
半

ば

以
降

)

と

い
う
監

督

の
時
代

区

分
が

行
わ

れ

る
が

、
第

一
～
五
世

代
と

い
う

区
分

は
、
八
〇
年

代
以

降

の

"
新
時

期

電
影
〃
制
作

の
担

い
手
と

な

っ

た
若

い
世

代

の
監
督

た

ち

(
第

五
世
代

監
督

)

が
台

頭
し

た
時

に
生

ま

れ

た
監

督

世
代

の
区
分

け
方

法

。
第

五
世
代

監
督

に
は

陳
凱

歌

・

張

芸
謀

・
呉
子

牛

・
田
壮

壮

・
黄

建
新

・
夏

鋼

・
張

沢
鳴

・
周
暁

文

な

ど

の
監
督

が

含
ま

れ

る

(白

井

啓
介

「
中

国
映

画

の
失

わ
れ

た
系

譜
」

『
中

国
文
化
-

漢
文

学
会

会
報

』
五

一
号
、

一
九

九

三
年
、

二

頁

、
お

よ
び

前
掲

『
中

国
電
影

巻
』

一
三
頁
等

参

照
)
。

〈
43

>

映

画

『青

春

祭
』

(邦
題

「
青
春

祭
」
)
(
一
九

八

五
年

、
北
京

電

影

学
院
青

年

電
影

製
片

廠

、
監

督
張

暖
析

)

は
、
文

革

中
、

タ
イ

族

の
中

で
生
活

す

る
女
性

主

人
公

(漢

族
)

の
姿

が
瑞

々
し
く

描
か

れ

た
青

春

・
恋

愛
映

画

で
あ

り
、

少
数

民
族

映

画

の
イ

メ
ー
ジ

を
大
き

く
変

え
た

作
品

。
映
画

『盗

島
賊

』

(邦

題

「
盗

馬
賊
」
)

(
一
九

八

六

年
、

西
安

電
影

製
片

、

監
督

田
壮

壮

)
は

、

チ

ベ
ッ
ト
族

の
馬

泥
棒
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の
男
性

の
物

語

で
あ

る

が
、

チ

ベ
ッ
ト
族

の
鳥
葬

な
ど

の
民

族
的
生

活

習
慣

が
細

か
く
描

写

さ
れ
、

新

し

い
中
国

映
画

の
境

地
を

開

い
た

(前

掲

『
中
国

電
影

大
辞

典
」
、

お

よ
び
前

掲

『
ア
ジ

ア
映

画

」
七

四

頁
等

参
照

)
。

〈
44
>

劉
徳

瀕
、
前

掲
論

文
、

二
七

頁
参

照
。

〈
45
>

映

画

『金
鷹

』

一
九
六

三
年

、
香

港
鳳

鳳
影

業
公

司
、

監
督

陳

静

波

(前

掲

『
中
国

電
影
大

辞
典
』

四
七
七

頁
参

照
)
。

〈
46

>

映

画

『老
師
・

斯

f
也
答

』

一
九

八

二
年
、

台
湾

中
央

電
影
事

業

股
扮

有

限
公

司

、
監

督
宋

存

寿

、
映

画

『
老

莫
的

第

二
介

春

天

』

一
九

八

四
年

、
台
湾

高

仕
影
業

公

司
、

監
督

李
祐

寧

(
前
掲

「
中

国

電
影

大
辞

典
』

五

二
一二
頁
参

照
)
。

〈
47
V

映

画

「海
市

屋

楼

』

(
邦
題

「
天

山
回
廊

」
)

一
九

八
六

年
、

香

港
嘉

民
娯

楽
有

限
公

司

・中

国
電
影

合
作

片
公

司
、
監

督
徐

小
明

(
前

掲

『
中
国

電
影
大

辞
典

」

一
九

八
六
頁
参

照

)
。
な

お
香
港

・
台
湾

映

画

の
分
析

は
別
稿

に
譲

る
も

の
と

す

る
。

〈
48

>

八
〇
年

代
後

半
、

映
画

館

に
よ

る
経
営

項

目

の
多

様
化

の

一
環

と

し

て

"
録
像

磨
"
(ビ

デ

オ
放
映

ホ
ー

ル
)
、
"
錨

射
廃
"
(
レ
ー

ザ
ー

デ
ィ

ス
ク
放
映

ホ
ー

ル
)

の
併

設

が
始

ま
り

、
中

国

の
都
市

部
映

画

館

に
普

及
し
た

(藤

森
猛

「
中
国

語
劇
場

名
称

考
」
『
愛

知
論
叢

』
第

六

一
号
、

愛
知
大

学

、

一
九

九

六
年
参

照
)
。

〈
49

>

映
画

『
熊
猫

厨
険

氾
』

(
八
三
年

、
峨

眉
電
影

製
片

廠

・
香
港

綜

芸
公

司
、
監
督

光
源

)
、
『火

焼

圓
明

國
」

(
八
三
年

、
中
国
電

影
合

作

製
片

公
司

・香

港
新

昆
喬

公
司
、

監
督

李
翰

祥
)
、

『垂

窃

所
政

』

(
八

三
年

、
中

国
電

影
合

作
製

片
公

司

・
香
港

新

昆
需

公
司

、
監
督

李
翰

祥
)

の
劇

映
画

合
作

の
試

み

が
後

の
長
春

・
北
京

・
上

海
等

の
映

画

会
社
に
よ
る
香
港
映
画
会
社
と
の
合
作
の
契
機
と
な
っ
た

(『中
国
電

影
年
鑑

一
九
八
四
』

一
九
八
五
年
、
五
八
三
頁
等
参
照
)。

〈
50
V

『大
衆
電
影
』

一
九
九

一
年
、

一
月
号
等
参
照
。

〈
51
>

長
春
電
影
製
片
廠
は
、

一
九
四
五
年

に
旧
満
映
を
接
収
し
て
成

立
し
た

「東
北
電
影
公
司
」
が
そ
の
前
身
。
「東
北
電
影
製
片
廠
」
を

経
て
、
五
五
年
に

「長
春
電
影
製
片
廠
」
と
な
り
、
中
国
最
大
の
映

画
制
作
会
社
で
あ
る
。
上
海
電
影
製
片
廠
は
、

一
九
四
九
年
に

「中

央
電
影
企
業
股
扮
有
限
公
司

一
廠
」
・
「中
央
電
影
企
業
股
扮
有
限
公

1a
1
1廠
J
(
1
九
三
四
年
に
成
立
し
た

「中
央
電
影
撮
影
所

一
廠
」
・

「中
央
電
影
撮
影
所
二
廠
」
が
前
身
)
な
ど
を
基
礎
に
成
立
。
北
京
電

影
製
片
廠
は

一
九
四
九
年
、
「中
央
電
影
企
業
股
扮
有
限
公
司
三
廠

(
一
九
三
四
年
に
成
立
し
た

「中
央
電
影
撮
影
所
三
廠
」
が
前
身
)
が

「北
平
電
影
製
片
廠
」
と
な
り
、
同
年

「北
京
電
影
製
片
廠
」
と
し
て

成
立
。
(前
掲

「中
国
電
影
大
辞
典
」
四
〇
頁
、
前
掲

『上
海
キ
ネ
マ

ポ
ー
ト
』
三
〇
〇
頁
等
を
参
照
)。

〈
52
>

三
大
映
画
制
作
所
の
劇
映
画
総
制
作
数
に
占
め
る
割
合
は
、

一

九
七
九
年
に
五
七
%
で
あ
っ
た
も
の
が
、
八
八
年
に
は
三
六
%
を
占

め
る
に
す
ぎ
な
く
な
り
、
地
方
の
映
画
制
作
所
の
進
出
が
め
ざ
ま
し

い

(藤
森
猛
、
前
掲

「中
国
に
お
け
る
映
画
、
劇
場
動
向
」
参
照
)。

〈
53
>

以
下
の
本
文
①
～
④
は

『中
国
電
影
年
鑑

一
九
八
九
』
一
九
九

一
年
、
三
九
〇
頁
、
前
掲

「中
国
電
影
大
辞
典
』
四
〇
頁
、
お
よ
び

前
掲

『八
五

中
国
映
画
新
作
フ
ェ
ス
テ
ィ
バ
ル
』
二
六
頁
等
参
照
。

〈
54
>

映
画

『大
圓
兵
』
(邦
題

「大
閲
兵
」
)

一
九
八
六
年
制
作
、
広

西
電
影
製
片
廠
。
監
督
の
陳
凱
歌
と
と
も

に
撮
影
の
張
芸
謀
が
注
目

さ
れ
た

(姜
鴻
濤
主
編

『中
国
影
片
大
典
』
中
国
電
影
出
版
社
、

一
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九
九

五
年
、

五

四
五
頁
等

参

照
)
。

〈
55

>

タ
イ

、

ぺ
i

、

チ

ワ

ン
、

ワ
、

ミ
ャ

オ
、

ヤ

オ
、

チ

ベ
ッ
ト

、

ハ
ニ
、

ア
チ
ャ

ン
、

ト
ー

ル

ン
、
ト

ー

ア

ン
、

ナ

シ
、
プ

ミ
、

チ

ン

ポ

ー
、
ジ

ノ
ー

、

リ

ス
、

ラ

フ
、
ブ

イ
、

プ

ー

ラ
ン
、

モ

ン
ゴ

ル
の

二
〇

の
少
数

民

族

に
よ

る
二

二
部

(
五

三
本
)

の
記

録
映

画

が
製
作

さ
れ

た

(
前
掲

『
中
国

電
影
年

鑑

一
九

八
九
』

一
九
九

一
年

、
三
九

三
頁
等

参
照

)
。

〈
56

>

映
画

『塞

上

風
云

』

一
九

四
〇
年

、

中
国

電
影

製
片
廠

、

監
督

応

雲
衛

。
抗

日
戦

争
期

に

お
け

る

モ
ン
ゴ

ル
族

が
描

か
れ

た

(前

掲

『
中
国
電

影
大

辞
典
』

八
〇

八
頁

参
照

)
。

〈
57

>

中
国
映

画
事

業

に
お
け

る
少

数
民

族

ス

タ
ッ

フ
の
総
数

は
少

な

い
が

、
近

年

例
え

ば

、
北

京

の
中

央

戯
劇

学

院
な

ど

に

お

い

て
は
、

ウ
イ

グ

ル
族

や
朝
鮮

族

な
ど

の
少

数
民

族

の
専
門

ク

ラ

ス
を

設

け
る

な

ど
、

少
数

民
族

ス
タ
ッ

フ
確

保

を
図

る
映

画

・
演
劇

養
成

機

関
が

多

く
な

っ
て
き

て

い
る
。

〈
58

>

例
え

ば
外

国
映

画
を

中

国
語

に
翻

訳
す

る
際

に
も

、
中

国

に
お

い
て
は

ほ
と

ん
ど

の
場
合

、
中

国

語

(
標
準

語
)

に
よ

る
吹
替

え

が

行

わ
れ
、

映
画

・
放

送
事
業

等

に
お

い
て

"
配
音

演
員

"

(吹

替
え

俳

優

、
声

優

)
が

多
数

存

在
す

る
。

識
字

率

が
改

善

さ

れ
な

い
限
り

、

現
状

の
吹
替

え

に
よ

る
翻

訳
制

度

は
変
わ

ら
な

い
で
あ

ろ
う

。

〈
59

>

邸
世

傑

「
民
族

語
訳

製
片

工
芸

改
革

譲

民
族
語

訳
製

片
之

花
開
得

鮮
艶
」

『
中

国
電
影

年

鑑

一
九

八

四
」

一
九

八
五
年
、

六

二

七
頁
参

照
。

〈
60

>

当

時

の
文
化

部

電
影
局

に
よ

っ
て

「
塗

磁

録
音

現
場
会

議
」

が

開
催

さ
れ
翻

訳
事

業

は
制
度

的

に
進

ん
だ

が
、
当

時

の
技
術

レ
ベ

ル

は
た
い
へ
ん
低
い
も
の
で
あ
っ
た

(同
上
書
参
照
)。

〈
61
>

会
議
は
文
化
部
電
影
局
が
主
催
し
、
ウ
ル
ム
チ
で
開
催
さ
れ
た
。

な
お
そ
れ
に
先
立
っ
て

一
九
七
八
年
に
は

「研
究
民
族
語
影
片
訳
製

工
作
的
会
議
」
が
開
か
れ
、

一
六
ミ
リ
フ
ィ

ル
ム
に
対
す
る
翻
訳
工

作
の
方
針
は
定
ま
っ
て
い
た

(同
上
書
、
六
二
八
頁
参
照
)。

〈
62
>

一
九
九

一
年
よ
り
少
数
民
族
言
語

へ
の
翻
訳
料
は
三
五
ミ
リ
の

場
合
、
天
山
電
影
製
片
廠
が

一
本
二
〇
二
〇
元
、
内
蒙
古
電
影
製
片

工
廠
が

一
本

一
八
五
〇
元
な
ど
と
規
定
さ
れ
た

(『中
国
電
影
年
鑑

一
九
九

こ

一
九
九
三
年
、
三
四
七
頁
参
照
)。

〈
63
V

衰
智
忠
、
前
掲
論
文
、
七
九
頁
等
参
照
。

〈
64
>

侃
震

「改
革
与
中
国
電
影
』
中
国
電
影
出
版
社
、

一
九
九
四
年
、

五

一
頁
、
お
よ
び
藤
森
猛
、
前
掲

「中
国
の
娯
楽
文
化
市
場
」
等
を

参
照
。

〈
65
>

近
年
中
国
に
お
け
る
シ
ナ
リ
オ
審
査
制
度
の
抜
け
道
が
波
紋
を

呼
ん
で
い
る
。

一
般
に
シ
ナ
リ
オ
は
複
数
作
ら
れ
る
こ
と
が
多
く
、

そ
の
う
ち
最
も
内
容
的
に
硬
い
シ
ナ
リ
オ
が
国
の
審
査
に
使
わ
れ
、

実
際
に
制
作
さ
れ
る
映
画
は
最
も
内
容
的

に
過
激
な
シ
ナ
リ
オ
を
使

う
場
合
が
増
え
て
い
る
。
例
え
ば
九
二
年
、
東
京
国
際
映
画
祭
で
受

賞
し
た
中
国
映
画

『藍
夙
箏
』
(邦
題

「青

い
凧
」
)
に
お
い
て
は
、

映
画
制
作
者
が
国
の
シ
ナ
リ
オ
審
査
に
パ
ス
し
た
シ
ナ
リ
オ
と
は
異

な
る
別
の
シ
ナ
リ
オ
を
用
い
て
映
画
を
制
作
し
た
。
こ
れ
を
理
由
に

中
国
映
画
機
関
の
関
係
者
は
す
べ
て
の
受
賞
を
無
効
と
み
な
し
帰
国

し
た

(藤
森
猛
、
前
掲

「中
国
の
娯
楽
文
化
市
場
」
参
照
)。

〈
66
>

「中
国
電
影
輸
出
輸
入
公
司
」
は

「中
国
電
影
発
行
放
映
公
司
」

と

一
体
と
な
っ
た
中
国
の
広
播
電
影
電
視
部

(ラ
ジ
オ
映
画
テ
レ
ビ

II(f-一 中国映 画における「民族化」の一面



省

)
直

属

の
機

関

で
あ

り

、

一
九

七

九
年

に
成

立

し
、

現
在
な

お
外

国

の
映

画

や
ビ

デ
オ

の
配
給

に
関
し

て
は

独
占

的
な

管
轄

を
行

っ
て

い
る

(
『
人

民

日
報

』

一
九

九

四
年

三
月

二

日
、

『
解

放

日
報
』

一
九

九

四
年

三
月

二
八
日
、
『大

衆
電
影

』
一
九

九

四
年
第

一
期
等
を
参

照

)。

〈
67

V

「電

影
管

理
条

例
」
は

一
九
九

六
年

に
公
布

さ

れ
た

(
秋
窪

「
改

革

開
放

是
振

興
民
族

電
影

的
前

提
」
『
大
衆

電
影
』

一
九

九
七
年

第

三

期

、

=

頁
等

参

照
)
。

〈
68

>

例
え
ば

韓

国

に
お

い
て
、

一
九

九

三
年

に
韓

国

で
公

開

さ
れ

た

韓

国

映

画

『
ソ
ピ

ョ

ン
ジ

ェ
』

(西

便
制

、

邦

題

「
風

の
丘
を

越
え

て
」
)
は
年

度
内

の

ロ
ー

ド
シ

ョ
ー
公

開

に
お

い
て

ア
メ
リ

カ
映

画

の

入
場

を
凌

ぐ

勢

い
を

み

せ
、

以

後
韓

国

に

お

い
て
は

「
民

族
映

画
」

が
再

評
価
を

受

け

る
こ
と

と
な

っ
た

(藤
森

猛

「
韓

国
映

画
事

業

の

現
状
」
『愛

知
論

叢
』
第

六

二
号
、
愛

知
大

学
、

一
九
九

七
年
参

照
)
。

〈
69

>

『黒
駿

島

』

一
九
九

五
年

、
北

京
電
影

学

院
青
年

電
影

・香

港
饗

亜
電
影

、
監

督
謝

飛
、

『
太

阻
島

』

一
九

九
七
年

、

雲
南

民
族

電
影

、

監

督
楊

麗
薄

・
王
学
析

(
『
中

国
映
画

祭
」

(
パ

ン
フ

レ
ッ
ト
)

東
光

徳

間

事
業

部

、

一
九

九

六
年

、

一
九

九

七
年

お

よ
び

『
大

衆
電

影
』

一
九
九

五
年
第

三
期

、

二
九
頁

等
を
参

照

)
。

映画 「海市盛楼」、『老井」などの上映スケジュール

(1987年、北京市東城区工人倶楽部にて)
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